
 

議案第９３号 

 

公の施設の指定管理者の指定について（火葬場） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者として次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和４年１２月１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   南あわじ市斎苑「桜花の郷」 

 

２ 指定管理者となる団体 

   所在地  富山県富山市奥田新町１２番３号 

   名 称  株式会社 五輪 

         代表取締役  宮本 岳司朗 

 

３ 指定の期間 

   令和５年４月１日から令和１０年３月３１日 

 



【南あ　じ市火葬場】

指定管ｌｌ者候補ｉｌ定に関する資料

指定管ＩＩ者指定串請書（ ｉ！し） ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・　ＰＩ

指定管ＩＩ候補者法人 ２
　
　
４

Ｐ
　
　
　
Ｐ指定管ＩＩをｌｉう施設の事

指定管ＩＩに係る収支ｌｔ

指定管ＩＩ業務にかかるＳ本協定書（案）・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ Ｐ６３



（要項様式２ 号）

兩あわじ市長

指定管ｌｌ者指定串請書

守　 本　 憲　弘

令和 ４年 １０ 月２６日

様竃人名　＿ｔ１会社ｊｉ　 ‾４．＿ 一一　＿
回漂昌四回气

一一一

電話番号　　　　　　．‾ｌｋ

指示管ミ者の指定を受け枇。いので、次のとおり 申請 します。
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袮：　 株式会社　五　輪

行お うとす

施設 の名称

１添付害類

（事務賠ミ欄）
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申Ｒ資ｇを確認する露類　　｜

収支計画書

グループ結成届

その他（　　　　　　　　　）
一一一一一一

ＰＩ

南あわじ巾新火葬場（仮称）

［ｊ　Ｓ人 のｊ呂動 ｐち］容 、ＭＳＩ犬Ｓ４９ ・［ｙｆ
を説明する書類　　　　　　　Ｉ　’
事業ｔ十両書

指定管理料提示靈

連帯保証人選任害 ・承諾言



（要１１様式 ３・ｇ）

ブ“　 ミヤモト　 タケシロウ

名　 宮本 岳司朗

寛一 宮ＬＬＪＭ宮ＬＩ」市奥Ｅ日新ｍＪ １２番３９

ＦＡ Ｘ番号

２。工Ｍ窯９、焼却ｒ；Ｒびその１１帯ａ備機器の設計、

に管理

３．築炉工事の設計、 施工及び請負

４．人材派遣業

５．一般貨物自動車運送事業

６．前各号に附帯する－１２］の業務

９録 そ｜ 一般貨物自動車運送業事業

所在地
一一一一一一一一一一一一一

西宮市奥 ｉＥＢ

了－１１５
－＝㎜　１

加き ＪＩ Ｉ市上荘 ・｜

白沢２５９－２了
｜

高り市ｉｊＳ

４－１５－２２

（近運自 貢第９９８号）

業務の内容

指定管ミ者
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ａＱ　７Ｑ：年 丿目　日゛ 昭和５５年了月１ ７日
一一一一 一　　　　　 一一・－－－－－－－ －－－－－－ －－・－－－－－－－－

主な 事業 活動

（沿 革等）

！
ｉ

＼
←一一一

：実Ｗ惣、はぎ・で２２４施℡ ［ｒち］指定管理受１モが６０施設、

事業が８施設）、 職員数は８７４名が在籍しております。

Ｓ人の特色Ｒび　 く基本ミ鳬Ｊン

箟　 Ｓ　 乃　 針　 やす らきと厳守さが求められる人生のＭ・をおき りする斎場におい て、

真むと品位をもってご遺族に接 し、 故人を闥び生命の尊厳を静かに考察

１して・く揚を提Ｍする。

免許

ｉ

Ｎ
－

－＿＿＿－ヤ　　　　　 ー‥

゛、蟲じまご＿四。
一一一－　　　　　　　　　　　回

※ 法人の組織図 につ いて は、 別途添付する こと

○類似施設の管ミ運営に関する実績 （民間の類似施ｍを含む）

施設の名称

返笆市満 １む大葬・
－－－－－

加古 丿目 市斎場
－－－－－

高皿皿場

３ＳＥその他実績は別紙一覧を添付

＼颱二良二（縦：）≠和万万鰰宍／≠：Ｔ
瑟ｍｌｊＪ：ｊｊじ應：㎜ｊ戸り：ｎｎヤごこ四六”：－

｜　　 ＿一一一一＿・二－・‥　　　　 ｜　　　　　 ＿　　 １　＿・＿＿＿‥ ．－－．

管・運営の期間
一一一・＝－－回〃－－－ ｊ　　　　 －・

平成２０年４月から

令和５年 ３月 までｌ
一一

平攷２１ 年４月からｊ

ち享０６ 年３ Ｊ回ｊま で１
一一 ㎜㎜㎜㎜㎜－－一一１

７成２４年４ 月か ら，
ちＲ９年３Ｊ回｜ まで χ，



社　長

㈱五 輪組 織＿図

管　 ミ　部

営　 業　部

東京 ま社

大阪 支社
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１５古屋支店

札幌支店

東北 支店

ぷ島支店

回国 支店

九州 支店

Ｐ３

北信越各事業所

東海 各事 業所

関東 各事 業所

北海道各事業所

東ｔ 各事 業ｉ

関Ｒ，各 事業所

４コ 国各 事業所

回国 各事 業所

九Ｍ 各事 業所



Ｉ 管Ｊミま営の基本方針

１） 施設の遂営管理を実施する にあたっ ての基本的な考え方

『

一

日］ 体　才ｌ　 株式会社　五　輪　　　　　　　　 代表者　 代表取締役　宮本　岳冐｜朗

所　在　ｔ　 富ＬＬ」 リｉ１富１１」市奥日ＥＩ 新ｌ」’ １２ 番３ そ　　設　｀ｉＬ　 昭和 ５５ 年７　Ｊ１　１７　日

電話 番ｇ　 ０７ ６－ ４４２－ ０１ ３３　　　　　　　　　 Ｆ　Ａ　Ｘ　 ０７ ６－ ４４２－ ９１ ８３

回体の社会　　　斎場のａ営業務をａじ経験 とノ ウノヽウ をｍ いてむ害抑制を行い、 迷惑施設とほ評さ

貢献への考　　 れがちな斎場のイ メー ジ向上、 環境改善を回 り、 職員の鬼瓦雇ｍ等を行いｊ也域経済の

え方、環境　　ｇ性化に寄ぢ し、 社会貢献を実現いたし ます。

Ｍ題へのＪＩ又　　　 グループ■業であ る大葬がｉメ ーカ ー（株） 宮本工業所と のグルー プメ リッ トをｇか

り組み等　　 し、 培っ た火鴦業務の ノウ ノヽ ウで ご遺体の尊厳性を確保する とと もに機Ｓａ備 の長寿命

化Ｒ び適 ］ｆＥな 修繕計画ｔ案 、省 エネ ａ転 を行 い、 負荷 を押 さえ てＣ０２ 排出量の 削減等

を図 り、 環境問題への 取り 組み を行 いま す。

業務内容　　　　斎場の 速`急並びに保守、 維持管ミの業務

Ｉ． 斎場 のＩＥ営並び に保守管ｊ１

２．工業窯炉、焼却炉Ｒびその付帯設備機器の設計、 施工、販売並びに管ミ

３．築粐工事の設計、 施工及び請甎　　 ４．一般貨物 自動車事業　　　　　　　　　　　５

５， 前各せに Ｍ帯 する 一りＪの 業務

活動実績　　　　斎Ｓの１１営Ｒび、施ｔ維ｔな管９、ａ備修繕等を圭業務とす る専でへを業です。

実績数はをｍで２２４ 施鼈 （訥指定管ＪＩ受託が ６０ 施ａ、ＰＦＩ 事業、ＤＢＯ 事業が８ 加ｉ

ａ） 、職員数 は８７４ もが在籍 して おり ます。阪神淡路大震災、東 日本大震 災、 熊本地

震等の経験を活か し、 災害時の大葬支援チーム、 復｜日支援チームの派遣を行い早期

の大葬業務への復｜日 を行っていま す。

ｇ　ＰＦＩ事業と は共回企業体を設ｊＺ し、 兔。業体にて、貴台調達を行い、施設の設計、建設、 ａ営を行う
事業。

ｇ　ＤＢＯ事業と は共回企業体 をを匹、 加計、建ａ、 Ｊ営 を行 う事業

（株式会社　五輪）

弊社 は、 現を、Ｍｌａ中の南あ わじ 市新大葬場の皿タ、葬ｆｉ メー カー、㈱　宮本工業所の グループ企業と

して 、目Ｍロ ５５ 年に 富Ｕ』市 にａ ｊＺ した 斎場施設丿営ａび火葬炉ａ備保守管ミを 行う 専ｒ ¶１企業 です。

をｍ ８箇所に 支社 ・支店を Ｒし 。４ ２年間の 実績 とをｍでの火葬業務委託・ 指定管ミ者丿営等

で蓄積し たノ ウノ ヽウ をＪ１１ いて 、全 国白？ｊ なス ケー ルメ リッ トを 活か した 組織力、 機動力、使

‾１１
命感に基づく 工夫、応只１力で社会白り責務を果たしぷ営を

遂行いた して おり ます　　　 Ｇ＠ ＲＩ
Ｐ４



バ
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Ｌ

弊社と宮本工業所との相乗効ま：

これまでの豊富な実務経験と大葬がｉ設備が弊社グループ企業製の ものであ るこ とか ら． 施を亂

営（ ソフ ト） ・大葬がｉａ備保守（ノヽ 一ド）において、 両者が共回で管ｊｌを行う こと で、 オ目乗効ＪＲを

発揮 させ、施設の安定運営 に努めま す．

～火麥Ｗ唔．備メ ーカ ーと の－４水管１１の メリ ット～

φ　大葬粐鼈備の攷障覬に地域担肖技術員と 直接を絡が

取れる緊急連絡体制表が整備さ れており 、即座の皀

動要請が可能。

φ　メーカー技術員よ り大葬技術・ メンテナ ンス技術の

研修を受けており 、ｌｌ営の中で経費の縮減、環境敷

荷の少ない操炉が可能。

φ　火葬が設備の軽微な故障時には職員が復１日 を行えま

す。 また、驚急ぶ品頂達が７ｉ］゛能。

φ　災害等の ２４ 時間大葬体制の際には技術員が常駐 し、

大葬が設備の随戮点検、大葬管ミ体制が可能。

官
本

Ｌ
１
所

メンテナンス

技術指導

緊急部品調達

緊急時対応

｜

■‾｜

１朱５大会社　五輪

ノウ ノヽ ウを 用いて

火葬場Ｓき

施設の維持管ミ

ＳＯ ＦＴ

南あ わじ 市新 大葬場

まを ・ま定し た施ａ遅售

ＨＡ ＲＤ

株式会社　 宮本工業所

火葬粐鼈備の 維持管１１を

ｔサ ポ‾ト

万が一の 緊急 トラ ブル にお いて も大葬單故障箇
ａ

所を 弊社職員 から 技術員へ 的確 に報告し 、技術員の

指示 を仰 ぎ、 現場 にて 的確な応急対応を 行い ます。

その間、 技術員は緊急部品を調達の うえ斎場へ急行

し、 早期復Ｎ日を行い ます。

平素から の技術指導、 研修会等から 的確でぶ連な

対応 を行 うこ とが可能 です。

５

Ｇ　 ＲＩ　、



ぬの施鼈のａ置目 的へのミ解

大葬業務をは じめ とする各業務の責務を十分に認識し、麑方自治法、

Ｘ地、ミ葬等に関する を律、南あわ じ市大葬場条例、 建築基準逧、建

築物における衛生自タＪ環境の確保に関する迩、律、 南あわじ市吼人情報保

護条 例、 廃棄物の処ミ及び清掃 に関 する 法律、電気事業法、消 防法、

火葬場から排ぷさ れる ダイ オキ シン類削減対策指針、 各施設の電気工

作物等に関する保安規定等の関％法令、 貴市条例 ・規則な どを遵マＦし、

火葬場と いう む共性の高い施設であ るこ とを常に念頭に置き、 施設の

設置 目白りに 沿っ た管ミＪ営が大事な施設と ２識 して おり ます。

葬送の観点から見る施設の考え方

人間の「そ」 とは、生物が等し く甘受し なければなら ない現象であ り、 人間が他の生物と 異な ること

の一つと して 「握人を葬る」と いう 行為があ り、 葬だの礼儀や葬を法な どは宗教やそれらの回体等によ

って 異な りま すが、故人に 対す る児、い はをてに 共通 する もの とぶ いま す。

この 檢、人を 葬る とい う行為の 中で 、ご遺族 や会葬者 と最後の対面 とな るの が火葬場 であ り、 その 重要

な業務を執り 行う 「任務は重責」である と望、識 しており ます。

弊社 は、 それぞれの施鼈に おい て各地の ミ習 や慣習に あわ せて 、１ 喪家毎に 心を ふめ て業務を遂行し

てお り、 間違 いの 許さ れな い業務だ けに 、厳 しい教育研修制度 を設 け信頼と 信ＪＩを 築い てお りま す。

施設の機能を損なわない「永続的な維持管ＳＩ業務」 を始め、 市民サー ビスの低下し ない コス ト佻滅及

び大 夕１汚染防止 に取組む 高度 な燃焼技術な ど、 全て にお いて 経験 と宍口識 を要 する 業務 であ る事 を心得て

いま す。

ｉな人を受容 し、 ご遺族のを場にな り、 心を ；ムめて葬きの儀式を補助 させて須 く」 業務は「 ご遺湊の尊

厳性 を確 保ｊ し、 ご遺骨を 綺麗亙形でご追放１に お渡 しす る重要な業務であ り、 ご高齢で尨く なら れた葬

儀ま たは、不測の事態によ って突然皀く なられた葬儀など、ごｌｌ族のＳ情、心情に配慮しつつ、 回ｌ送の

状況に合わせて支行しなければならず、 弊社の持つ豊富な実績を夕１非、市Ｒのみな さま のお役に１ちた

く、 ’・丈、 安心感と 安ら ぎを り、 える 葬送 を提供さ せて いた だき たく 応募 させてい ただ きま した。

１

Ｐ６

Ｇ　，・　ＲＩ



ミ念

方針

ｌ＿　ｌ

ま本ミ念 ・基本力針

〈基本ＪＩ念＞

やす らぎ と厳守さ が求めら れる　人生の終焉を お送 りす る斎場に おい て　 真心 と品位

をも って ご遺族に接し　故人を偲び生命の尊厳を静かに考察して頂く 場を提供する

く基本方針ン

「安 らぎ」・・

「ゆ とり 」・・

「安心感」・・

「厳粛感」・・

ご遺族と会葬者が、故人の児、いを感じ られる雰回気を醸し出 しま す。

品位ある 口上や接ミに、信頼感を得ていただける業務を提供し ます。

利ｍ者がいつ まで も心 に残 る葬きで ある 様、 真心 を迅めて業務 を遂行し ます。
－

故人 と最後の 別れ を敬 う毀間を 大りＪに 、心 ゆく まで葬送儀式 の補助を しま す。

運営方針

＜運営方針ン

指定管ミ者と してＳ営 を行 うに あた り「斎場はむ共の施設であ ると とも に、 市民から お預かり する大

切な財産」です。

大葬を行 う施設と して、火葬４のｊＦＩＪｍ者Ｒび地域の力４ にごｊ§惑をかけ るこ とが無い よう 、マニュア

ル化 した ま£ヽで きる ＪきＷ１１を 行い 、利 Ｊ４１者 サー ビス に影響を 八ぼすこ とが 無い よう 「コ スト ＩＭ、経

宍の節減、省エネルギー化」等に貢献します。

＜ｊむ共旄ｉ設の指定管ミ者と して の責任ン

火葬場は 市民 の方 々が等し く利 ｍさ れる べき 公共ち京であ り、 利Ｈｊ者 に対 し宗教・ 人種 ・Ｓ 想・ 人権・

職位等に より む手性を クこ くこ との ない よう 、を事者 にれ して は假務員 に準 じた モラ ル意識の 指導 ・教育

を行いま す。

ミ

ノ

弊社は大葬腸管を慝営八び維持管ミを専門と する 回体であ り、 葬儀 ・法要・ 仏具等の葬祭関連業者の

利害関係が無い様、假平なサー ビスの提供、 営鵯目白りに繋がる情報の漏洩防止の徹底を回り ます。

‐
１

７Ｐ

Ｇン｜



μ

類ぼａ設の管ｊ１１ミ営業務実績の活Ｊｌｊ

火葬業務につ いて は五輪がを国で長年培 った ノウ ノヽ ウを 活ＪＩし 、大葬鈩の維持管ＪＩ はグルー プ企業で

ある ㈱售本工業所 と嵬携を 図っ た管ミを 実縦 し、 乞に嵬携 を回 りな がら 、ｍ定管珊尨とし て資ｆミＥと ぽ命

感を もっ てミ言管理に取り 組みます。

をｌｌ」 での経験、か４の 展纎

方　策

変化などに対応すべく 指導 と教育（積極自り な外部講習の参加）計画

に基づき、社ｌ人丿教胤の強化 しレベル向上を図 る。

奈良策については技術員（宮本工業所技術部）と のｊｌ携を回 り、

粐鼈備のｔ焼をｍまえ た火葬技術ほ修を行い、低燃費大葬 を実ミ。ま

た、 鼈備の強検、 軽微修繕の研修をへて長寿命化を実現してい く。

地域の方 と連携した管を萢営が必要 との考えのも とに、植栽、 美観

などの管ミは地域のすｉに納得 してｍけ る様に管を計画を立案 し、 地鐵

の方への相談、報告を実施する。

過去のＸ害、 地震の経験を踏ま えた緊急災害時の体制が、 何時で

もＲ日時対応でき るよ うに構築 し、 定期的な災害訓練、研修を実施する

こと で施鼈の機能をｌトめ る事の無いぶ営を 筑る。

Ｐ８

Ｇ　 ＲＩ

展　望

①葬碚。の変化

１日 葬・ 直送 ・無宗派

など の嵜送の 変化 に対応

②燃料、 維ｔか費削減タす策

維宸管ミ債も費を上回 る事が

無い対策を回 る。

③地域住民へのＥ盧

施設ミ鵈には 疱域 の方 のミ解

と共｜癪生が心が。

⑤緊匐氛害慨等の対応策

大規模氛害時 に備 えた 緊急時

の対応策及び、体制の 構築。

（マニュ アル化）



２） 指定期間 Ｉ人にお ける 遥殱目標

南あ わじ 市在住者での運営を達成

確実な履行を担保する ため供用開始時は他の施設の経験者の配置を行いますが、 「む共事業に

は‾罵能な回 り地域住民が従事すべきである 。」 とい う考えか ら地元在往者を積極的に雇万万１し ます。

５年後に はを員が ｊｔ元往民でミ営が行 える 様に いた しま す。

経費縮減の力｀策

火葬がＲ備縮減の方策

施設の効ｍ性から 大葬炉設備の機能低下及び、停止等 はあ って はな らな いこ とだ と言 えま す。

施設の機能を止め る事が無いよ う、 大葬炉メ ーカ ーの系列企業であ る弊社職菰が設備イぽ繕やメ

ンテナンスを行う こと で、 修繕費丿目の削減に大きく 貢献いた しま す。

大葬粐鼈備の修繕を業務になり 入れるこ とで、設備の延命、長寿命化を回る 事ができ 、リ スク み担

に係わる （市の氛監） 大葬粐の耐火材を・積回申付帯鼈備更新の修繕費 の財政甎担に大き く貢献を

行い ます。

『

今ＦＦ’９台車車！ＭＩま換

管万亂営経費縮減の方策

１１ ”

４かｉ内台車耐火材の 簡易修繕
炉Ｆメ９ 耐火材部分修Ｓ

日頃のミ営の キで施設 ・設備・ 火葬粐℡備の長寿命化対策 を行 う事で高額な修繕の発生を 防ぎ、ま た、

大規模改修費用の縮減に繋げます。

光熱水鵞、の縮減は環境への配慮の観点から指定管ミ者と して旬、ち組むこ とが責務 と考 えており ます。

職員に定期ミ ーテ ィン グ、 朝礼などで日 頃か ら意識を していただく 様に指導を行いま す。

を国で指定管ミ者のミ営を行っ てい る中で、 新たな有効策が見いだせた４合には、積極白４Ｊ に取 り入れ

る事で貴市の財政甎担軽減に貢献い たし ます。

省エネ笂策を実ま し光熱水費の縮減に取 り組みま す。 また、

指導を行 う者 はＭオ目］法人省エネ ルギーセ ンタ ーが行う 「エ

ネル ギー 管ミ講習 の修了者」が管ミ指導 を行 いま す。

－ごｆタｆ．ｙｉ パ’ ｅ’ 八Ｊ ｙ｀ ゛’む
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Ｓ７ ＺＩ
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゜４１
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・ｇ
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大力 率啗扛人、ｏ 肖ぶ１

職目 は、 特ｔの業きを 行う ので はな く、 全て の職 いが なて の業務を 行え るマ ルチ

スタ ッフ とし夕力率ｎ４Ｊ な業務で経費の縮Ｍをいた しま す。

３） み施鼈間の連鶚に関する事項

瓧輪は洲 本毎をは じめ 兵庫県下 にも 参政の受貌施豆があり 、日 頃よ り研イぼ ・指導で の交流を 鼈け接ぎ、

技術などのレ ベル統一 を行いま す。

また 、近隣施設と の連携を 回り 情報の共有な どを 行い 提供サー ビス の均一化 を回 りま す。

業務上の 緊急 時に おい ても 近隣若し くは近畿 圏［大１ より 即座 に業務対応可能な 応援要員 を派遣す るこ

とができ ます。

鳥取 １１

岡ａよ菷

永鄒４

粫歌山４

合回技術ｉｆ修

福Ｉ ＪｔＱ

と重Ｓ

岐阜ぶ

ｉＭ｝ｇ

ｉ

‾１

Ｐ１０

ぐ）大京府

・飯盛事業所

・ま木市事業荐

・他 日ヨ 市事業所

・泉大津市事業所

φ４庫！Ｍ

・西宮市事業所

・伊Ｈ市事業所

りＩ Ｉ西市事業所

・神Ｆ西神事業所

・力ｎ古 Ｊｌ ｌ市事業所

・加き万事業所

・高殆市事業所

・姫路市事業所

・小Ｗ加東事業所

・万波篠ＬＬ」市事業所

令奈良県

・奈良市事業所

・干群Ｒｌｆ事業所

・ミＥキ ｍＴ静香苑

・僵ｎ市事業所

京都府

・宇治市事業所

・福加１．ＬＩ市事業所

・綾Ｓ市事業所

・舞鶴市事業所

・京都市事業所

今和歌ぼ１県

りｉｌ色白９苑事業所

・Ｈ波市事業所（２ヶ 所）

・おｊ来市事黶所　　 合計 １２１　４５Ｅ置
・洲本市事業所（２ヶ 所）

ｉ　レ
ｉ　，

ｉ

ぷ回ＩＳ営研修

Ｇ　　Ｉ



ＩＩ　 サー ビス の鸚上

１） 指定期間 にお ける 事業 の実施計画の 概要

｜＿Ｌ

Ｌ

運営計画

マルチス タッ フカ式を艱入れ、 全従業員が一般管ＪＩ業務、日常清掃業務等、多 くの業務に対応できる

スキルを持ち フレキシブルに対応するこ とに より 業務の垣根を超え、無駄を省き合１１化を回 ってまいり

ます。

責任者

代ミ者

一般職員

事務職員
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Ｓ
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火葬業務のＳ解を 踏ま えた執行計画

「安 七ヽ ・安を」 を第一と した、ミ スや不備の無い確実な業務履行を再前提 とし たう えで、ご遺族の心

情にＥ慮 した接ａサー ビス を提供し ます。

また、信頼感を提供で きる 「見せ方」に留意 し、 常に清潔な４だし なみ を整えて適ＶＪな あい さつや声

かけ を行 うこ とで安心 して ご利用頂 ける 接台を行いま す。

ご遺族の心情に配慮し た細やかな気Ｅり と、 対話や声掛け を基本と した サポ ート

一つ ひと つの工程を「事務自そ」な作業」では
ある べき 大葬 ４の

なく 、「 ご遺族心情に 髱慮が心要な サー ビス 」　　　をり 方の追求

とし て認識し 、利ｍ者 との対話や声掛けを基　　　「個人サ ービ ス」
本と した利ｍ者の状Ｒを考 えた サポ ート によ　　　　－ｅａ人甎に ・ｉｇく

り、 マニ ュアル化か困難な イレ ギュ ラー事例　　　　す
ごａ族に寄り 添う

にも 柔軟に対応し ます。　　　　　　　　　　　　　心を持ち 続ける
斎場 にお ける サー ビス を３ つの コン セプ トに

定義 しを利ｍ者に 「納得」 「満箆。」し ていただ く事を必須と しま す。

Ｐ１１

地域の文化・ 風習 をベ ース に全日規模の 『あ

るべ く大葬場業務』ををての人が納４でき

るも のに 追求 した サー ビス を付 加し ます。

ごｊｌ族様で も葬 祭業 者の ため だけ ではな

く、 をては複人様の為 と考え、 攷人様にぞ

くす 気持 ちで業務 にな り組 みま す。

ｇ刺サー ビス でな く、 ご遺むミ の心に寄 りぷ

う接２を行う夲で、ご満力１いただける サー

ビス を目 指し ます。



火葬業務留意事項

準　備

受　付

受　入

告　別

火　葬

収　骨

お見

送り

動物

大葬

・車椅子の準陥や １１ｊ天時の こま めな モッ プ掛けを 行い ます。

・棺が車等の き機類、 他社ｌｍ 物呂 の１カ作状瓦の確ａを 毎朝確認 いた しま す。

・そ ん予ｔＵかＭ の１ ５おヽａ を目 をに焼香炭をぶ火 し、 ゼ１別室 「气の準商状沈、

ｆｉ 車を獣、 入粐予ｔの大葬がの準廂４犬ぶ、案 け１ 表示 のな人様もの 最終陏

認を 行い ます。

・表示も の漢字を確ａ し、 售宇が無 いよ うに ２ち でダブルチェ ック を行い

ます。

・大麌銑可書 をＭ かり （な人様も、 申請きも 、タビ亡 時Ｍ など の） ｅａ を行

いま す。

・そ けが完了 する と担 肖職員へそ付終ｒ をほまし 大葬業務 。、 にり ｜き 継ぎま

す。

・お迎え時は霊柩車に 一礼 し、 お車 が通 りす ぎろ まで丁寧 に行いま す。

・ぷなの 方が霊Ｒ駆か ら降 りら れる 際は 、位牌、 遺影等を 一度お預かりし

慌て ずゆ っく りと 降り て頂 きま す。

悲し みや疲れから、シ ート ベル トを 外し 忘れる方や段をに躓かれる 方も

いら っし ゃる ため 、常 に安を確Ｓと Ｅ慮 をクこか しま せん。

・お柩を 受け 入れ る場合は、必ず安全確訖を し、 ゆっ くり と受 け入 れま す。

・を員がお揃いである こと を確だし 、喪主樣だけ では なく 皆様・に 聞こ える

声で誘導の挨拶を 行い ます。

・おＥの 移動 戮、 告肺肖、 火葬がへ の人粐戦等「な人様に 提供する 最まの

ｔ共サー ビス 」で ある ぢを ・く 意識 した 上て：敗人様の尊厳に 配慮 し、敬

意を 持っ て対応し ます。

・葬儀でお仮れである 事を 乞頭 にＨ］や かな 気Ｅ りを 欠か しま せん。

・悲 しみが深い利ｍ者 を急がす こと なく ］＾寧に お別れを誘導 しま す。

・人ｆｉ時の挨拶は後方ま で聞 こえ る様には っき りと 大き な声で吸気にふさ

わし い厳粛な 雰回気を 意識 しま す。

・喪キ。様に確回 した上で拝顔を行 う４合は 丁寧にお塰、をお開け しま す。

・待台室への移動は最後ぼの方 まで丁寧にご案内 しま す。

・日 常点検や清掃を入念に実施 しま す。

・尊厳を重視 した 大葬 を行いま す。

・可視Ｓ発生防止のた め集中管ミシ ステ ム及び排気塔モニ ター の監視を行い ます

べ又そ開始時に火葬許ｉｉｌ書をおａし し、 納債に心要な書類であ るｉ をｍ

明し ます。

・尊厳に Ｅ慮 し丁寧に なり 扱い ます。

・が合が高熱であ る事 を説日Ｊ』し 、常 に周回に 目を配り なに近寄 られ る力

がい ないかを 留意 しま す。

・お子様ぜれの方や高齢者そに は、 Ｓａお声がけ をし 。心要に 応じ たサ

ポー トを 行い ます。

・収骨中は質問や要望が最 も１ いた め、 わか りやすい丁寧 な説明に より

一ぢりの不安や心残り が無いよ うに対応 しま す。

・収骨し きれなか った遺骨 も丁寧に。供養さ せて いただく こと をお伝え し、

必要に応 じて最終供養湊のパン フレ ット をおほし しま す。

・お見き りは 最後ぼの 方ま でし っか りと 行い 、「 お疲れ様でご ざい まし た」

の挨拶に加え、「お気をつけてお帰 り下さい」な どの配慮あるお声がけ

をし ます。

・最後は一礼 でお 見送 りし 、お帰り を急 がす こと を厳禁と しま す。

・動物は 集合大邦 を行いま す。

’持 ち３きみ ｍい た動物は 保冷庫で 二Ｄかほ管し 、７ ０ｋ ｇ～ ８０ ｋ　ｇご とに
大葬 を行いま す。

・基本、 大葬を行 う時間は午前に行いま す。

・大葬まのおせは 人体のお債と はか けて 保管 し、 夕屁ｎ業者に り｜ きき しま す。

Ｐへ２

「
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ぶ営体制 につ いて

施獵のやＪｍ者にご満が默ける サー ビス と、 不まのな い管ミぷ営を担保でき るよ う、

プロ 意識と誇 りを 待っ た「ｍ社戮を配置」し、安心ヽ安全なま営体勢を確立 し続 けま す。

｜

大葬業務遂行に夕４す る基本み１１・

故人の最後の ＳＩ れの４と なる 施ａ にお いて 、厳粛と 安ら ぎが感じ られ る麌ミを 、従事者一人一人 が４Ｌヽ

を；ムめ て任務に あた りパｆｌ調者のな場に なり 、ごａ体の尊厳ｊｌ生 を確縦し た大葬がｉＳ転を行い ます。
－

また 、鼈備機Ｓな どの 安を性と 長寿命化 を回 り、 低コ スト 、省 エネ ルギ ーに 努め るほ か、 む共施鼈

のＦ！オ産管ミに責任を持 って永続的なｌｌ営を確保 しま す。

大葬予約受付業努

大葬の予約は、火葬許可書（氏も、 申請者、 Ｒ仁時刻等） の［ちＪ容、 分骨ま回書交付の有無などを確２

しま す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

斎場利加料金減免 に関する 判断は市で行いま す。

受付が確定した予約は、そ の日 のを体縟礼で回日 の大葬件数、

気＝Ｍな どの確認を行いま す（翌全体朝礼で も確認）。

大葬炉敖備に不備の無い始業点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　φ大葬予約受付
－
－

火葬業務が始 まる ３０ 分前 まで に「点検 チェ ック リス ト」に

基づいて、火葬炉設備の始業前点検を実施し ます。

点検記録を行ったチェ ック リス トは綴って保管し、鐡耗する

℡備、機器、 部品等の状況管ミに役立て ます。

回転動力ｎ備 には、グ リス アッ プ等の作業を行い ます。

利ＪＩ者の入場ま でに 行う 清掃管ＪＩＩＩ

毎朝の清掃管ｊｌ は、 床、 窓、 ゴミ 、そ の他の拭掃除等を原則

とし て９ ：３０ま でに完了 させ ます。

カーペッ トの シミ や大 きな汚れ等は、メ モに控えてお き定期

清掃時に専門Ｗ瓱にて清掃 しま す。　　　　　　゜

清掃時に は、 落し物の保管や、 危険物等の安全確保も 行い ます。

前日 大葬 を行 った 残骨の清掃を 行い、苞日の大葬受入れに備え ます。

残骨 は、 人体 と動物に分け、所定の場所に安置し 、指定す る残骨灰

処瓲を業へ１ 回／半年Ｓｍ を奥施し ます。

１‾｜

Ｐ１３

今始業魑点検

φ館 内清掃作

Ｗ

争

参残骨Ｋの清掃

Ｇ　 ＲＩ

ｊ



（サ ービ ス１６Ｌ Ｌに対す る行動方針）　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ

１） サー ビス向上への取り 組み

職戮が常 に緊張感 を持 って 利ｍ者の 方４ に接 しご満心Ｘけ るよ ・う 、業務管 ＪＩ・

指導　 教育 を専 門と する 営業管１１部 Ｈ３ ちを 配置 し、 各苹業所 を定期的或い は随時

を回 して、荒状の張認 ・問題か、の把握 ・業務の反省八びな鸚指導などをき め緇かく 行ってお りま す。

また、計画的な教育ｍ修をｊｎ じ、 貴市火麌場にＲ置する をての職員に対して接３マナー 【台】上申回迪知

識習得に 努め ます。
－

２） 利鴇者への安心・ 安をの確保

毎日朝礼 ・終礼を実施 し、 業務の基本及び芭日・ 翌日 の業務予定な ど、 確認事項をを職員が把握す

ると 共に、チェッ クシート に基づいた始業前点検 ・終業後点検 ・ぷ回点検を実施 して施設内外の安全

を確認し ます。

ミ回警備点検において よ、 これまで全ｍの指定管ＪＩ者及び大葬業務で行ってき た経験をきか して、

個そ の警備能力や判断 に頼 るの では なく 、職員兔体の連携 のも と、 不富者の 侵入 や不審物 の持 ち迅み

の防止等 に覬け、 皿四者の安隹確保 を第一に 考え 、定期的 月。 つ積極的 にぶ回警備を 行い ます。

３） む平むｊＥなサー ビスの農。供

市Ｒ の方 ガが等し く利ｍす るむ の施設と して 、あ らゆ る宗派の 葬ミにが して も柔軟に 対応 し、 公平

むｉＥｊｌつ中立性を持って業務にヅ、たり ます。

を職戮が公務員に準じた規範ｔ識を持って業務遂行に当た りま す。 特定の利ＪＩ者や祭儀業者が有や』

にな るよ うな行為は禁止と し、 便宜を回る見返り や要求及。びお布施等の金呂は如何なるミ由があれ一

猫受けな りを禁止 とし、利ｍさ れる方４ にむ手性を欠 くこ との ない よう 售業管ミ部に よる 徹底 した指

導を 行っ てお り、 職務規Ｒ並びに社会規範に従いむＩＥな業務を遂行し ます。

職員 はむ の業務の 代行者と して の誇 り・ 責任感・ 奉仕 の心 を持 ち、 ひと つひ とつ の業務が事務的な

ぽ業ではなく 、「 ご遺族の心情にＥ慮が必要なサービス」であ るこ とを強く ■縦 した指導を定期白りに行

いま す。

常に従業員が緊張感を持って利ＪＩ者の方ガ に接 しご満箆丿忝、け るよ う、 業務管ミ ・指導・ 教：育を専Ｍと

する 営業管ミ部員 ３４５を Ｒ置 し、 各事業所 を定期的或い は随時ぶ回し て、 氛状の確騷い問Ｒ点の把握・

業務のＫ省八び攻善ｍ導等をきめ細かく 実施しま す。

火まｐｊ４ＳＳと いう施Ｒの性質上、特に大葬業務においては失Ｒやミ スが許さ れない職場であり 、故人との

最後のお別れの場において、礼を失 した態度 ・ａ葉使い・ 行動等は他の業務な、Ｌに絶対にあ ってはなら

ない こと です。接丿愚 にお いて も緇 かな 研修 をｉ ｌｆ います

１１

Ｐ１１４



残骨灰処を業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
残骨灰　 集じ ん灰 タリ１Ｘ業務

火葬業務によ って発生する 残骨灰及び集 じんＲについては丁寧に取扱い、適勁に分別 ・保管。、

各法令に 基づ いて 適ｍ に処ミし ます。

また、残骨については、他の会葬者の目 に触れないよ う十分に蓊ミ意し、取扱いについては従業

戮の 健康 に配慮し た方法で行い ます。

処ミ方法につ いて環境保全重視の観包を基本とし、処ＪＵＩ業者は弊社取秘実績のあ る優良業者を

選定いた しま す。

残骨灰と 集じ ん灰 は分別し て保管し ます。

残灰室に保管 した残骨灰及び集 じんＲについては遥ｉ時に処ミ業者にり ｜き 渡し ます。

残灰室は、常に整ミ整頓を行い ます。

処ミ後の遺骨はご家族の心情を考え洲本市の中河原回Ｊ｀のオ レン ジ緑地に納そいた しま す。 ｊｉ族

の皆様が容易 にお参り でき る環境に なっ てお り、 優良業者 に協力を して Ｔ回 ける よう に体制を整

えて おり ます。

ｔ葬残喩を収 める 供養塔

Ｍ

ぺ
”

オ　 レ　 ン　 ジ　 緑　地

Ｈ本市中河原ニツＥ字Ｘ原

－１ ‾｜

オレン゛緑地から

※供養塔が９葬ａ骨でいっ ぱい にな った ｌ１台は、

この様に 自然回ｇを前提に ｔ園化を 回り ます。

ｒ
ｏ

３
．
－Ｐ

Ｇ◎ ＲＩ



サー ビス向上と利ＲＩ促進に対する取組み

利ｊ ｌほ の刊便性、快適性 に配慮し た取組み

施設の一時的な滞在時間であっ ても、斎場における厳粛

された安 らぎ の空 間を 提供 し、 市民の利用施設と して 安心

して頂け る取組み を行いま す。

ＡＥ Ｄの設置

ＲＲが間の疲れや寝不箆Ｌフなど、 疲瀏で倒れる 手ＩＪｍ者な どを

ｔ定 し、 心を細動に笂する社命Ｂ具として（ＡＥＤ自動体

夕ｔぺ除細動器） を皿しま す。

職員 はを 員、 普通救命講習 を１ 回／年受講し 、ＡＥＤ取

扱い 、人 口呼敬法、ぼばＬ処置等を 講習 しま す。

１１ １［ 掎ｒ・、 ペビ ーカ ーの 黝Ａへ吸収、　Ｌ

バリ アフ リー サー ビス とし て、 ご高齢者、体の不 自Ｅｔ］な

方へ車椅子を お貸 しし ます。

寝て しま った お子様に はベ ピー カー をお貸し しま す。

ｊズ 上の 貸出 しを 行う こと によ り故人様 との お・ れを

ごゆ っく りと 行っ てい ただ ける と考 えて おり ます。

デジタルサイ ネー シの設置のご提案

ディ スプ レイ など の電子白りな 表示機器 を使 って 、情報発

信を 行う 機器で待合室入口 での 「コ ロナ ウィ ルス 感染防止

のお願い」な どの表示が行え、 また 「指定管ミ者から の斎場

利用についてのお扉ｉい」 などを表示するな ど、 情報発信手段

とし て手ｍｌ いた しま す。 （貴市と の導入な議が心・）

設置場所

ｊ！常時

待合 ホー ルに ａ置時

災害時

玄関設ほ

’Ｓ

ｉ４ あ・ Ｓｌ ａ胄

Ｓ．・

ｐや１１ ＵｐＳ

くンＡＥＤ（自動湊夕ｉヽヌほ細動器）．

９

－

◇車椅子 の提供　 φベ ビー カー の提ｍ

今デ ジタ ルサ イネ ージ

表示「ち容

・指定管ミ者から 斎まｌ手りｍ のお９い のメ ッセ ージ

・コ ロナ ウィ ルス感染拡大防止についてのお願い及び注意事項

・ｌａＦり各所のＭ介 （授ＩＬ室、 着せ室、 カフ ェテ ラス Ｒデ ッキ）

・・供物品４の案 Ｆち （バ ンド エイ ド等、貸老ほ鏡、 貸筆談Ｂ等）

・敷地Ｆ大１禁煙のお願い

災害時の一時的な避難、利ｍ者の帰宅困難者のぶ難時

・避難スペースの案Ｆ’９

・提供できる サー ビス （水、お茶、 トイ レ）

授ｊ？Ｌ 室、 庖替 え室、シ ャワ ー室 等） の案内

・き隣ｍｔａｎ所の案ぴｉ

２） サー ビス 向上のｎ体的な取組み



キッ スコ ーナ ー設置の提案

待合 ホー ルに おい てはお子様ＭＩの キッ スコ ーナ ーの

設置を行いお子様がｊ』ま屈さ れないよ うに、そ の結・故

人様 と親族様 との尊い時間を快適にきごせる よう 配慮

が必要と 考え提案 をさ せて頂き ます。

（貴市と の導入協議が必 要ヽ）

ｌｉ

し、＿

冫キ ッスコーナー

コロ ナウ ィル ス感染防止策

む共施ａの安全確保は指定管ミ者の責務 と考えて おり 、利ｍ者の安を確保を指定管ミ者

とし て、 な下の防止策を講じて安兔に利ＭＩ して頂ける様に実施します。

オゾ ソ発 生空気清浄機の設置

斎場 Ｆ大Ｊの主要箇所にコ ロナ ウィ ルス感染剔止策と して

オゾ ン発生き気清浄機 の設置を 行い ます。

■踏み式アル コールＳ毒液のほ置

利用者の方の コロ ナウ ィルス感染防止策 とし て消毒液

スタ ンドを・関ホール、待合ホールの圭要箇所に設置を

行い ます。

膝掛 けの無料提供

冬場 など の寒 い時期に 利ＪＩ者 に対 して 待合 いホ ール、

待合室で膝掛けの無料貸出 しを行い快適に蕘ごしてい

ただ ける 様に 準備 いた しま す。

（緊急縦にはニも布と して も使ｍがｉ万能）

災害時の避難 者、 帰宅困難者の受入れ準備の提案

災害時に は地域住だの方の一時避難者、 帰宅困難者の方の

受入れが行え る様にマニュ アルの整備、 備ぶ、の準備を行いま す。

（貴 市と の協議が必要）

１

‾「｜

７１Ｐ

尚尚ｋ、
９索’

（＾ オゾン発生器 Ｆｊ９蔵空気清き機

Ｓ

●

万１踏み式アルコ ール

消毒スタ ンド

‾’こ．

□‾ぶふ

今貸 とＵ し膝掛けモ布

Ｇ　 ＲＩ



要項様式 ６号　 兔指定期間共通事業計画書

Ｌ＿ＩＩＩ　 使只１者の施設使ｍに関す る事項

（１ ）施監使 Ｈ］ の平等の 確保への れ体的な 艱組み

ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｀’‥

公・ｉＥ ・中 ・：性の確保

斎場運営 にお ける むｉＥ・ 中Ｌな性の確保

〈むｉＥ ・中 ｀ｉＬ性の確保〉 〈回係ま令４のぎ守体ｌｌ〉

〈１！１ １ＥＩ者にヵｌし てぞ等の確保〉

あら ゆる 宗派の葬送に タｌ して も柔軟に 対応 し、 む平１；ｊＥｎつ 中・ｌ性 をも って 業務 にあ たり ます。

特定の手りｌｆｌ者や葬儀業きが１１１１１ｊに なる よう な行４はき止とし、ｆ・をＲＩ る１むｇ りやＳ求ａびお布

施の金ａ は如何な る１１１ｔｌ があれ一切受 け取 りま せん

指定管理者と して求められるモラルとコンプライアンス

・地力自治法 ２４４条第２ 項、 第３ 項に基づく「１１具施設」 として正当理由な く市ＲのＳａ利ｍを拒む

ことや、 不１１な差別的扱いを してはな らない。

公共施設　　　。高齢き、Ｓ害き、！９童を含む様ノマな方がｌｊｍされる。
・ｇ付や提供するサー ビス で特定のＳ人、ｌｉＳ者に優位ｔをａたせて はな らな い。

・「故人の１Ｍ葬」と いう 必然性で利ＪＥｉｌさ れる施設として、 ご遺族、 葬祭業悟等、 地域住Ｅｉな ど様かな視点

で「平等、１１平、２ｉＥ と認められる運営が求められる。

施設特性　　　・斎場施設で取り扱う情報が葬祭業者では有益・１１１Ｅを伴う場８があるため、葬祭業者等の関連事Ｓ■とｌ』害
関・を持 ってはな らない。

・特定の事業者等を斡旋してはならない。

・ａ務員 ｉｉ！ｉに基づき （代 ｌｊ者と して準じ）、 －９の金品等を授受してはならない。

公の代行者　　　。市民に開かれた透明性のある運営をｆｉわなけれぱならない。
・むの代行者として、 モラルを備えた人格君でなくてはな らない。

弊社は斎場の蕘営管ＪＩを多数受託している プロ企業 として、火

葬場 に従事し てい る職 戮に 対し ても 定期 的或 いは 必要 に応 じて指

導教育を実施しており 、法規のぎ守は業務を行う 上での最低限の

モラ ルと して認識 して おり ます。

〈特定の售犁』、 魅害関翳に係わる 施歌心の禁止〉

斎場 を使 ｍさ れる 利只１者 につ いて は、 全て む平且つ公‾ｉＥ であ り、

特定 の宗派、 政党、回体活動に 伴う 営利 目的 や、 利害関係 に係わ

る施設の利ｍ許７１１ は行わず平等に対応し ます。

火葬 を執行す る火葬矩番号 は、 原則 とし て受 付順 に定 めて いき

ます。利 ｍ者 や葬儀隻徼の 袮气する 大作 がｉ を事前に 受ける

事は致し ませ ん。

■■

Ｐへ８

夊葬炉の使ｊＥ目 は、 ほ隰ｊと して受付順か

ら、 １炉Ｒばしで７ｉ回めます。

４§９５　 ３号９５　２号炉１ 号炉

大葬炉ｉ使用の確定順 ：参考

Ｇ◎ ＲＩ



要項様式 ６そ　を指定期間共通事業計画書

高齢者の方、 お４体が 万 自ヽけ］な力への平等利ｍ　　　　　　　　　　　　　　Ｌ
利ｍ 者の 多く は高齢者 にな りま す。 急が すこ との ない よう にご案鸚 し他 の方 と回 じく

最後のお別れ を行 って 頂く など高齢者の方へ のを別な どは行い ませ ん。

お身体が不自 Ｅｈ な方 にも 差別 なく お別れができ る様 に車椅子などの準備を行い、お別れを行

って頂き ます。

コン プラ イア ンス 研修

価の施設のむ共サ ービ スを 行う 代行者と して、公務員に

準ずるモ ラルが必要と 考え ます。

一般常識 も含 め「 やさ しさ 」基本に した サー ビス を偏 るこ

とな く似平に提供でき る体制を維持の目 的で定期的に コン

プラ イア ンス 研修 を実施し てお ります

また、外部講師を招い ての モラ ル研修も 実施いた しま す。

社内モラル

人権侵害 であ るセ クシ ュア ルハ ラス メン ト、 パワ ーハ

ラス メｙ トは職場環境を損なう 行為であ り、 労働者の能

力の 発揮 に重大な悪影響を 及ぼす行為で ある との認識の

もと 、セ クシ ュア ルハ ラス メン ト、 パワ ーハ ラス メント

を無 くすため に定期的な社内研修を実施 しており ます。

４朱式会社五輪で は職戮が直接、ｊｌ報でき る電話窓 口を

本社に鼈置してお り、 労務責任者が問題の確Ｓ、 改善、

摘発を行い事案の摸索に努めており ます。

やへ

◇車椅子 の準備の様子

外部罸師を招いてのコ ｙプライ アンス研修

φ各ハラ スメ ント研修資料

心づ けの収受 禁止 の徹底に ついて

・業務に 係る 心づ けの 収受 は、 如何 なる ミｄＥＩが

あっても一ｇ禁止としてお りま す。 弊社の職務

規定 にて厳し く定めて おり 、教育指導の一環で

も徹底した指導と 管ミを行っていま す。

１
１

φお布施、心づけの受けな りは禁止

ｑ
ｗ

Ｊ
‐

Ｉ
Ｉ

Ｄ
ド



要項様式 ６号　全指定期間共通事業計画書

（２）施ほやｍガの増加への具体恂た句、組み　　　　　　　　　　　　Ｌ

施鼈の利 ＨＩ 促進の考 え方

斎場施設は鳬の公共施設と 違い利ｍ の促進が皀来ない施設 と考 えま す。 ―圭涯を かけ

て貢献して頂いた故人様が最後に利丿干］さ れる大事な施設と 認識して いま す。
Ｓ

弊社は、 厳マＦなを間づく りを毛ヽ掛け、利ｍ者の毛ヽ情に配慮した接きを行い安心 して 手｜」

ＨＩ頂ける施設を 目社１し ます。
・

また 、利用者の方 ガが満万１い ただ ける 様に施設のｌｊ使性を上げて運営管理を 行う 事が

必要 であ ると 考え ます。

件数増加 と直きへの対策

壑国的増加傾 『ｆｊｌ

爬鶏叭に火麌件数は増加傾鸚にあり 、核家族叱社会が

・行する 中で、葬送においても家族葬や直葬 （葬儀をｆに

わず に大葬だ け行 う） が増加し てい ます。

斎場のミ営において、 火葬件数の増加、 葬送の多様化

に対応するた め、 研修 ・教育を行ってお りま す。

ヽ捩送や家族葬の 賢修

ｊｍ常の受入と異なり 、直葬等の会譽者にＥ慮した接ミ

を行 いま す。

火葬業務マニュアルに接き方迩、等 をま とめ、会葬者に

やす らぎを提供で きる よう 、職員に 徹底 した 教育 を行い

ます。

火葬増力日に 加心する ・ｋ、騨が数備維持管跚．

今が ｒメｌ１ 台車車軸交換

Ｆｉ

応援態勢

教育研修

今業務マ ニュ アル

葬
畑

炉｜メ９ 台車耐火材の簡易修繕

Ｐ２０

Ｇ　 ＲＩ

従卒者は、大葬が メー カー より 維持管Ｊミに つい ての十分な教育指導を受けてい るた め、 故障やトラ

ブルの原ほｌ究明方まや、 その修繕方法につ いて のノ ウハ ウを有してお り増加伴 う維持管ミも 万をの

態勢で構築し ます

大葬炉鼈備の特許に触れる 曷貨に関 して も、 Ｒ設炉の メー カー であ る関連企業の特色を生かし、直

接メ ーカ ーの担范、技術者へ連絡し、故障ほ因や修繕力゛ま等の専門白４Ｊ な技術を確認する こと が皀ま

す。 大葬件数増力口に対しても大葬炉メ ーカ ーと協働 し維持管ミを行います。

■１



要項様ぺ ６号　包指定點間共遮事業計画書

火葬件れポカ日に伴うｋ牋　皿、の維１おり１１

保守点検の種別は大き く分 け「建物管Ｒ」「設備機器管ミ」「清掃 ・植栽管理」が
Ｌ

あり ます が、 施設の使ｍ者が増力口 して もま全、 安心、快適なま設環境を維持す るため

に日 常点検」 「定期点検」 を的確に実生 しす る体制を整え ます。

（３）使Ｈ」 者の意Ｍ、要望等の把握の 方法

意見、要望等の把握の方法

くセ ルフ モニ タリ ング ン（ｊｆ ｌＪ ｍ者 ニー ズの 把握）

施Ｒの効ｍを最大限に活か し利Ｊ≡日者サー ビス ［自］上を回るた め、 「施設利Ｈ」者からの声」 の把握とそ

のＪえ映が非常に重要であ ると を識 して おり ます。

施設ｒ大１ア ンケ ート の実施
一一
一

利ｍ者の要望を把握するた めに、施設利ｍ者の目 に留 まり やすい場所（受付窓口、待合い ロビーの

テー ブル、待合個室等）に 「ア ンケート ｍ紙及び回収箱」 を設置して、 利只］貴の施設に対する要望・

ご意見等 を収集し ます。

葬儀業者への アン ケー トの実施

葬儀業貴様に もご協力 頂き 、定期的 にア ンケ ート 調査 をお願い して 、業者様 目線での ご意見・ ご要

望を確Ｓ ・把握します。

責任者

貴ａＥ者

営業管理部員

日常業Ｒのチ ェッ ク事項（アンケー ト内容のチェ ック）

アンケー ト内容の確認、対応策を指示（担当ほへ報告）

夕！１心策のｍ示　 （同心策４ｍＲび変更指示）

毎日

毎日

随時

弊社は、 火葬場を加■ された力 々が抱かれて いる 朧い はｔじら れた潜匹なニ ーズ ・問ＲＡ をし

っか り把握し、業務に反映 して いく ため に毎Ｊミ１１ 回を体会議を開催 し、 孥Ｊｍ者アン ケー トや貴市

及び葬儀業者様等から のご意見を集約し、要望さ れて いる 事項などに対 して対策を検討し改善し

てま いり ます。

職員 には定期的に研修・教育を実施 し、 高水準で均一化さ れた技術スキルを身に吭けていただ き、

恒常的なサー ビス ［白］ｊヒに努め ます。

モニ タリ ングの充実を 回り 業務水準 を維持す ると とも に、 更な るサ ービ ス『嶌上 を目 指し ます。

１■

Ｐ２１

Ｇ　 ＲＩ



要項様八 ６９　 兔．指定期間共丿事業眥画書

（４ ）使用者の苦情等への 対応方法
Ｌ

対応方法

手｜Ｊｍ者か らの ご意た、 苦情等に対して誠意を持っ て対応し 、｜人｜容等 について はき種

・マ ニュ アル等に フィ ードバッ クし 再発防｜ 目こ 努め ます。

刊ｍ者の要望、苦情は真摯にお伺い した上でＦｒ能な回り 対応する こと とし、対応が出来ない場合

にも 代替案を 提示 させ てい ただ きま す。

また、施設利只１者の立場にをつた親切 ・丁寧な案内 ・判 りやすい説明 ・速やかな対応を行う ことで

利ｍ 者の 満箆。度 覬上 に努 めま す。

スタ ッフへの

■まｆｌ徹底

予防対策

サービスのほ善、

業務見直し

２数値目 標の設定

３日 常的な教 育の

徹底
４近隣との交流

ち施設手ｉｊ ｇｌ懇談会

の開催など

アンケートＢＯＸ、施設職員等

４

苦价対応の受付

申しきて者への苦皆対応

報告

原１１１分析・対策検討

利ｊｆｌ者への開 示・

１苦情対応マニュ
アルの完備

２利 ｍ者 の視 点で

の丁寧な対応
３　ｉＥ 確な 状Ｓ把握

と９告書 の作ま

責任者

市へ報告

苦情ｊｌ生時の対応フロー

苦情、ク レームに対する連絡等について は、 早急にそ の内容を確認 し、 手目手ｊ＝ｉへを絡

及び、訪問して事実解明ｎつ、 謝罪を行いま す。

苦情。ク レームは指定管ミ者の責ｆＥＥ において、誠意を持って積極的に対処し ます。
ａ

く危機管ミ体制の 改善策ン

苦情 の再発と 、そ の防止措置に 至る まで計画的

Ｈつ 効率的に実施する ため の「ＰＤＣＡ サイク

ル」 を確ｊＺ しま す。

統括管ミ責ぼ者（場Ｒ）は、利肖１者の声の肖容に

にじて施設運営状Ｒの 「危機管ＪＩ レベルの段階

分け」を行い、統括管１１責任者（場長）の承認

を持 って 確定 し、 市へ報告、是 ｊＥ改善計画を

１’ １報若しまず

Ｐ２２

１：）ｌ°ノ

ｌ続ａ９

へ　　ノ

Ｃｈｅｃｋ
ぶ　 ｀ポ

［ＰＤＣＡマネジメン トサ イク ル］



要項様式 ６号　全指定期間共通事業計画書

（５）地域、 関係機関、Ｎ Ｐ０，ボランティ ア篦体等との協働 ・連携

地元地域へも連携

火葬場は一般的に迷惑施設 とし てだみ嫌われやすい施設で あり 、施設の管ミミ営 を口滑に 実施するた

めに は、 近隣住民のごミ解 ・ご協力 が必要不可欠 です。

近隣住民 の方 力の ごミ解・ ご協力が あっ ての こそ の施設ミ営と の考 えを 基本 に、 全て の職員が地域住

民の方々 への感謝の気持ち を忘れず に、 安心 ・信頼さ れる 施設づく りを 目指 しま す。

地域 に根差し た確実な 事業万言 の実施の ため に地元企業へ の優先発注な ど、 地域 との協働 に圭輔を置

き地域経済（市内業者への発を、備呂、 ｉ肖耗ａ等の市Ｆ大１購入）や七收社会への積極白１７な貢献 （職回禄Ｒｊ

慨は市内をを者の墻飆雇ｍ）回 ると 共に、饑魴｜生を戮つた隻務湊Ｍを磴立 し事隻をま定白り にをニテ しま す。

地域性民 の方 そへ の執鳬方針

地域性Ｒ の方 々に 対し 、お世話 にな って いる との感謝 の気持ち を持 って 対に しま す。

地域住民の方ガの ご意見、 苦情などに対 して は、 進撃に仏］き 合い、ごミ解 ・ご納得頂けるよ う、誠

意を持っ て対応致 しま す。

む開 すべ き情報に つい ては 、市 と協議の 上、 適ｌＥな情報む開 に努 めま す。

大葬業務専門会社であ る弊社の強みを活かし、周ｍ環境に影響を与えない無縁・ 無臭 ・無価害の火

葬炉操作ミ転 を実施し ます。

市や地域性民、学校施鼈等 から ご要望が あっ た場合に は、 施鼈見学会・ 説日１会 を開催し 、「施鼈の

ミ解や人生の 大切 さ」 など を感 じて 頂け るよ う、 誠意 を持 って 対応 しま す。

緊を戻吉商（地１ ・台觜べ皐豈警報ｌ埓 ・洪水瘠）に は、 市と 協議の上、市民の万万 の蜃難場所鼈亘

を提供す る等、地元への貢献、 奉仕活動 にも 積極的に取り 組み ます。

地域のみ 九、さま との 交流の機会が あれ ば積極的 に参加し、

地域性民 の方 そと の交流・ 融和 を回 り、 お互 いが気軽 に話

をし やす い雰 回気作り に努 め、 地域性民の方 力か らご要望　　　　　　　　　　　　　　　。

があ った場合には施設見学会・ 説明会な どを 開催 し、 施設

の必要性 と重要性 につ いて ご理解頂ける よう 誠意 を待 って

対応 しま す。

福祉貢献 を兼 ねたち鼈利ｍ者サ ービ ス、

地鐵貢献として（南あわじ市社会福祉Ｓ

議会）等の福祉回体と ぬ議し自動販売機

を設置し てｍ き、 利益 に関 して は福祉活

動の 貴台 にお使い いた だく 様に 提案 をさ

せて 頂き ます。

Ｗ

。～ ＬａｋＪ ｔ－　。

◆ｊｉｊ或自 ｉ台会へ の吏Ｊ！ＪＩ報告の・子

今自 動販売ａのａａ

Ｇ／ ＲＩ

Ｐ２３



要項様式 ６ぢ　 全指定期 間共通事業計画書

（６）ち亘の 効ｍ の最大・ に関 する こと
Ｌ

Ｇ　 ＲＩ

施設の効ＪＩ のきかし方についての基本ＭＪ な考えｊ＝ｉ

施、ａの 効Ｊ Ｉ】 を最 大阪 に発揮す るた めに Ｕド の項 目を Ｊ，Ｕｔ とい たし ます。

常に敬意をも って故人、利用者を迎える こと が出来る職員教育を行います。

やり 直しのき かない一度き りの儀式にまち会わせていただ く事の敖任を 自覚 し、 な人を見送るす

べて の利ｍ者 に、 満万１し てい ただ くた めの お手伝い がｍ 来る 職員 とな るよ う、 各種マニ ュア ルを

整備 し、 研修 を実施し ます。

職員が自 らの業務に誇 りを持ち、奉仕の精神で業務を行え る管を薀営を行います。

むの施Ｒを管珊１１１営す る指定管ＪＩＩＩ者と して 。「む共性の担保」を常に念頭に置 き、 それを損なうこ

とのない よう 適ｊＥに管ミをす るの はも ちろ ん、 職員がむの業務の代行者と して誇り と責任感を持

つこ とが Ｕｊ来る よう 、各種研修に おい て意識改革を促す とと もに 、労働意欲が見い だせ る管１１１１

営を行い ます。

「作業」 では なく 「サ ービスの提供」である 事をＳく 意識 した管を亂営 を行いま す。

初めて利ＪＩ される方が戸惑う こと のないよ う適切な説明を行い、 不便なく 利用 して頂けるよ う努

める とと もに、丁寧な接きを心がけ、ひ とつ、ひ とつの業務が 「事務的な作業」 では亙く 、「 ご遺

族の心情にＥ盧が必要なサービス提供」 であるこ とを意識した管ミミ営を行いま す。

業務 ・管ミにおいて「間違いな く」 「無駄な く」 「事故な く」 行い ます。

事故防止八び℡俺等の長寿命化の観点か ら、 予防保をを基本と し、 ま定点検はも ちろ んの こと、

日常自タＪな施設 ・設備点検を適ｊ］ミに行 うこ とで、自 治体八び市Ｒの財産である施設をｊＦＩＪｍ される皆

様に、安４Ｌヽ感 と信頼感を持っていただける施Ｒ管ミを行います。

慣莖を主体と した良質なサ ービスの提れ
４

弊社 は、 「良質な サー ビス 」を提供する 事を重視 し、 歩んでま い　　　　　　　　　　　　　　　 ．ｄ

りま した。斎場施設に おいては、「公平」「公正」な市民サー ビス

を常に兔、頭にお き、 市Ｒの皆様にｔさ れる施鼈づいを行い、更

に慣習に合っ たサービスの 「嶌上を 図り ます。
φ故人様のお迎え方法

類似施鼈の管理簽営業務実績の 活ｍ

鼈Ｔ隹以来、 多数の受Ｅ実績がある ため、長年の経験をきかし、斎場と いう 特殊４生 を十ｊにミ解 し、 「最

後のお別れの場所となる厳粛な施設」に相応しい施ａとな るよ う管ミ運営業務に貢献したいと考えてお

りま す。

１

Ｐ２４



要項様式 ６号　全指定期間共遮事業計画書

運営業務のぶ営計釶に つい て、 具体的ｆ法及 び効果

マル チス タッ フ方式を 取り 入れ、を職戦が一般管理業務、 日常清掃業務 等、 多くの

Ｌｉ

業務に対応できる スキルを持ち、フ レキシブルに対応する こと によ り業務の垣根を超え、
１

無駄 を省 き合珊１化を ［３ｇ］ るこ とに より をて の職員が機動性を 持ち 、利 ｍ者 の接ａ、 対応 を行

う事でサ ービ スの １６ｊ上 を図 りま す。

弊社はコ スト ダウ ンを回る だけでな く、 指定管ミ者の責務として長肖１白り にま心・ 安定 ・安全なａ営管

ｌｌ を目指し、心１１ と児、われる部で９には相応の経費を掛け、 適切な施鼈管ｊｌを実施し ます。

市Ｅのみなさ まに安心ｍけ る施設運営の為に副葬呂の削減にっ とめ ます。

髱葬呂は 、ダ イオ キシ ン類等の環境汚染物質 の発 生、 粐ち耐火材の 劣化、

火葬時間 のＭ１長、使Ｒ燃料の 増加 、そ れに 伴う 二酸化炭素の 増力口に よる地

なぶほｆヒに も繋がる ため、弊社は副葬品の削Ｍに積極ｒりに取り 組み ます。

ペッ ト大葬は地域 の皆 さま と深 く係 わり のあ る業務と 考え てお りま す。

ペッ ト火葬に つい ても 家族回然 のペ ット がこ くな り大変悲 しい 兎、いをさ

れて いる こと をミ解し 、七情に 寄り 添う 業務 を行 いま す。

施鼈の効只１ を最大限にき揮す るコ ンセ プト

ｌｊ

φペ ット 大葬お別れ

五輪は、 南あわじ市新大作場の設置者である南あわじ市と利箟者哀び葬祭業者を含む市だの皆様、そ

して 五輪の配置す る職戮の 全て が満足で きる 運営 をコ ソセ プト とし ます。

南あ わじ 市の 満力１

指定管ミ者業務に おい て、 トラ ブルゼロ ・ク レー ムゼ ロ目 標と し、 増力 【】 する 大葬需要 に２４応 する ため

の大葬粐℡備のメ ンテナンス技術の向上、大葬技術の向上を回 り、 営業管ｔ部・ 斎場業務部・ き隣職員

などの緊急時の応援人員の確保が行われてお り斎場の安定稼働を担保し ます。ま た、 貴市の財産である

斎場施設、ＭＩ物鼈備 の長寿命 ｆヒ を適ｊＥ に行 い財政負 担の軽減 を回 り、 利Ｊ１１ 者満 万１度の 高い サー ビス を提

供し 続け るこ とで。市民か ら貴市へ の信頼度向上を目 ｍし ます。　　　　゜

巾Ｒ　 使ｍ 者・ 葬祭 業胝の満 Ｊｉ１

安全性と安定性を確実に担保したう えで、利便性や快適性の確保、 そして市Ｒニーズを満たす接・及

び施設の美観維持によ り。 「・Ｒ」者が満万１で きる施ａａ営」と 「市Ｒと して誇れる施ａ管！１Ｘ」 を提供しま

す。 また 、地域住Ｒの 雇用 や市 ｌｊｌ委託、 地域福祉 に貢献し て市 Ｒの皆様 に貢献し ます。

Ｐ２５

Ｇ　 ＲＩ



要項様式 ６号　 全指定期 間共通事業計画書

配ｉＭ副 １の満足

配置する 職員 は市 ｜大丿雇ｍを皿します。　　　　　　　　　　　　　　Ｌ
常に 「肖１想的な斎場のあ るべき姿」、 ［１１Ｊ ｎ］者視点で求め られ るサービスの提供」を追求 し｜

続け るこ とで職Ｈが利ｍ者からの様４なお褒めの 寇フ葵を１ｒｉ戴 し、 それが高いモチベーシ ョン

のＳ持に繋が り、 自らの業務に誇り が持てる こと でま定雇用を維持しま す。

（７ ）上記以外で特別 に記載す る事項

維持計Ｓに基づいて運営計Ｓ実施の管理 （モニタリング）

モニ タリ ｙグ

３ヶ ｇに一度、貴市、 指定管ミ者（社｜大丿営業管ミ部）、斎場責任者が

運営、維持管ミに 対し ての確認などの合回モ ニタ リン グを 行い連言

計画の確認を いた しま す。

ＴＩ

Ｐ２６

◆モ ニタ リン グの様子

Ｇ　　Ｉ



要項様式 ６芳　を指定期 愾共丿事業計画書

Ｌ
１

ｌｖ　組織体制、人賢覧置

｜

ｉ

（１）組織体制、 人材の確保に獸す る具湊策

組織体制

ま携 湊制

責任者が 五明地を 統括 する 体制 とし 、管ミＸ営の 状況 を確実か つリ アル タイ ムに 把握 する こと でｊＢ

速に一鴇鳬い たし ます。

市と の連携体制は、五輪営驚管ミ部八び大葬がｉメーカー宮本工ｌ所が情報を集約し、一武Ｍ応し

ます。ま た、 責ｔＥ者 と密 に連携す るこ とで、万をの 態勢で適ｇな ∃Ｉぎ管ミを 行い ます。

㈱　五輪

一般管ミ業務

大葬が維戮管３１

大葬ａ営業務

報き ・相談

・サ ポート

・ｍ導、 教肖

・応援

事業 計・策定

南あ わじ市

相談

南あ わじ市新大葬場

報告 ・相談

綮懾、皿
バッ クア ップ体制

報告 ・相談

維｜考管１１計画策定

㈱　皀本工業ｙＷ

富Ｌ［｜ 本社

大京支社

人材確保の方策

ｙ期の人日確保

供ｍ 開始時か らの 安定ミ営 を行 う為 に、 指定 を頂 いた 直後 より 人員 確保 を致 しま す。
□

新規雇ｍはノヽロ ーワーク ２えび折 りえみ求人、 ネッ ト求人、 フリ ーペーパーな どで行い ます。

五輪 は、 が｜ ヽ［本市 でも 大葬業務 を受託さ せて いた だい てお り、 １旭から ２旭の経験者 の確保を 行う 予定

とな りま す。 また 、兵庫県鸚か らの配置 も可能と なっ てお ります

Ｌ、
ヽへ

■
ノヽ ロー ワー クで の求人

Ｊ

ＷＱ

７
９
Ｌ
一Ｐ

”

◇ネ ット 求人



要項様式 ６号　 翕指定期 間共 ｀庖事業 計両書

配置計画

労働基準法刄、びその他労働関ぼ法争を遵守 した大脈ｔ務目３ タＩ Ｒび受ｆヽｔ事務１４

１もの４ ものＲｉＲを行います。

火葬件数にｔじた夕力率自りな ローテーショ ン勤務と しま す。

業務全般を把握している業務経験がある有能な人材を配置 し、 利用者からの問い合わせや

要望、大葬炉鼈備 のト ラブル等、種 ４の 事態 に対応で きる 態勢 を構築し ます。

故人様を 葬送する 全て の業務に き従隻戮が使命感 ・責任感 を持 ち、 安定 ・継続し たサ ービス

の提供にｇめ る職員はをてｍ社員で構成 し不安定な契約社員、 繁忙珮間帯のみのパー ト、単

年戛約社戮を多Ｈミｊ して人件費肖り減を回る勤務体制は取り ません。

職員のｇ発白タＪ な事攷、 病気、慶玲篶で欠員が生じた場白においても 、業務対応がｉｉ］＾能なぬ援

要員 をＪＩ口 時派遣し 業務 に支障を きた しま せん。

貴

代

職

事

任

ＳＩ

務

看

者

Ｒ

Ｍ

業務全体 を総 ａ的 に監督し 、巾 との連携Ｓ整 を行 う者 （全業務 を兼務）

ｊＲ ｆＥＥ者がぶ在の 際、 りｌｎと して 上記職務 をＱ うぎ （を業務 を兼ｇ）

主に 大葬業務、接・Ｒ び・付補助、 施ほ内夕１，清掃、維持管１１、動物大葬を ｍ肖 する者

圭にｆＨ、事ｇ業Ｓ、 施ａ内夕１ヽ清掃 、（葬儀社と の１１Ｊ心含 む）

（３）人材育成方針及び職員研修に獸する計画等

人材育成方針

斎場 とい う施設の性質 上、 特に火葬業務 にお いて失敗 やミ スが許さ れな い業務で あり 、攷人と の最後

のお別れの場において、礼を失 した態度 ・言葉遣い・ 行動などは他の業務以上に絶対あってはなら ない

こと です。

五輪は従業員全員が誇 りと 責任を持ち、 また接ミや応接態度においては 「や さし さ」 を基本に会葬者

の心情にＥ慮 し、 礼節を持って業務にあたる よう 人材育成をしています

ｉ

－『｜

・外部講師を招いての接ａＭ修

，．リ

大葬欒鼈備　操がｉ研イ萼

Ｇ◎ ＲＩ
Ｐ２８



要項様式 ６号　を指定期 間共通事業計画書

①　ｌｊＪＩ者のｊＺ場にまったまき

施設利丿干１ 者の尼ヽ情を敬う 気持ちと 「目 配り 、ＸＲり」

が行 える よう 徹底 した 業務指導 を行 いま す。

②　む自社こ場を順てｒした氈質なサー ビス

「地域の葬儀など風習」、 「利ｍ者の心情」 をぢ え、 常ｃ

サー ビス ｔおＪ上への 意識 を心掛け るよ う指導し ます。

③　き携のと れた職場でま定し たａ営業務

各自 が協調性 と共１１認識を持 って 「利ｍ者の安全確保

に努 め、 安心、安定し た業務を行い ます。

④　従事者の業務に笂する 自覚

従事者に は職員証 を交付し 常時携帯する こと を義務付

け、 旭札を付け業務を行い ます。

研修 ｌ人丿容

教育研修の実施期間と内容

．－ ゛ご ら● ら・ ａ４ Ｈｓ・

ミごｇ　 ．ｉ’ｘｎ　ｙ

゛。 ‥・ ちｊ ベ。 ｉ， ’ｓ Ａ１．

・， 劼，……ｔみ` ｌＪ冫７！．・ ・： ４， ’． ・ｊ，；

冫． ・甃　’． ：：ｌ　・．・・　ｆ　 ＵＩ 。１．
・　　 ㎜　　　　』

Ｆ㎜ 四回 ㎜■ ■■ ■㎜㎜鯛９ｉ彌や
¶

ｔ． でＭｙ倔もぶ

１１

ａ営開始

２０ 日間

１回／年

（４ ナヤ１）

１回／年

（１０ＹＸ）

１回／年

（１ ０　ｙｊ）

２回／年

（９ 万・ ３Ｈ）

２回／年

［９ Ｙ］ ・３ Ｌｊ）

２回／年

（４ Ｊｊ ・Ｉ ＪＩ）

憎裃

１回／年

１回／年

１回／年

２回／年

大葬４コ ーデ ィネ

ーター

大葬場コーディネ
一ター

専門技術者

専門技術者

火葬場コ ーデ ィネ

ーター

責任者

責任者

消防署

氛防暑

大葬職員

ＬＬ

〈従事きの６得１ ０条〉

Ｓの施設従事者として自覚する

Ｊ！ｌ平性ある業務を行うこと

ａ人の９い・厳性 を確保する

＿享｜」用壱の立場になって接遇する

金品 の受Ｒり 要求 は－ ｔ；！］ しない

安全を第一に維持管理すること

大気ｊ５染、 ２害防止等にっとめる

Ｏａ備、 備品を大ｔ２１に管理すること

ｅ個人情報の保護を厳守すること

常にｊｌＳ、 Ｓａを１６がけること

ぶき 手ＪＩ回 と各業務の流れ・ 大葬ａ潼

の基本加ぬ・ 口常点検４の維持管Ｆｎ

火葬場のぽ５と・ 大葬４の 関連２縦

建築Ｗ羸に関する Ｍ］識等

大葬炉獵備操作、 機Ｓミ扱の加識

緊急時対だとき備のカ』識

大葬 がほ備に かか るメ ンテ ナソス

トラ ブル予防メｙテナ ソス等

各業務の 取組 ヂＵ 識、 接Ｓ マナ ー・

身だ しな み・ 実務包上のＲ り組等

トラ ブル．ク レーム等の改善会議、

従事者評価、 をｉＥ　・　 隻務のａき

館ｐ９の 防犯及びＦが 災に 鶚す る安 全１ヽＦ策き導・利

Ｆ日 者の 誘導等

手りｍ者の体調不良や緊懾旆の笂応
ＡＥＤ使 Ｆ日 や心臓マ ッサ ージ研修

施鼈の防火管ミ

防災対策、予 防の タミロ識

大葬炉鼈備操作、 燃料取扱のＭＩ識
袍詼物な扱いのタミロ識

火葬場のＪ営管ミに関する 知識
大簒研究祖会　 匸こ、ここにここにこ攬嶌傴　 他市の実例、 実話の講習など

Ｐ２９

Ｇづ ＲＩ



Ｐ３０

要項様式 ら騎　全指定期間共盍事業計画書

従事者の能力 とタ４」 識１６」 上Ｒび技術のｉｔｌｌ を目的と して、「‾研修計画表」を作成

し外部講習会等へ積極的に 参加 しま す．

外部 講習 など は業務の 状況 に合わ

せて 順次、参 力口者の 受講 を進 めてい

きま す。

講舊後は 「受講記録」 を作成し ます。 ［ロヲ火剴４加ｌ子］ ［・Ｍａマッ ４－ジつ９子］

し

１

（４ ）人 ＣＩ 確保 にか かわ る地 九回川に ついて

地：えに根差した事業Ｓ営

偵極 白り な四、

五輪 は各受託斎場 で提供し てい るサ ービ ス等 への 利ｎ］者 満Ｊｊ１ 度と 自治体か らの 信頼度の 高さ から 、毎

年度受Ｓモ斎場を 増や して おり 、そ のい ずれ にお いて も履行開始葹初か ら提案水準で の管 １１ａ営 を提供で

きる 入一鵈を確保でき てい る実績があり ます。

斎４施ａａ員は「仕事へのやり がい」と 「ｊ台九で長 く働 ける職４」を求め る傾「台」カＳミ いと 分析 し。採

ｍタ ーゲ ット を絞 つた 採ＪＩ活動を 行う とと もに 、安 心ヽ して 働け る職場環境の 整備 と個別指導や コミ ュニ

ケー ショ ンを Ｊじ たキ ャリ アア ップ を図 るこ とで、辰、期 にわ たり 勤務がで きる 様な 体制 を構築し ます。

確実な履行を担保する ため供用開始時は他の施設の経験者のＥ置を行い ますが、 「む共事業に は可能

な限 り地域性Ｒが従事すべ きで ある 。」 とい う考 えか ら地元在住者 を積極的 に雇ｍし ます。

雇ｍ 後の 育成 力れ
ー

利ｍ者が施鼈を評価するにあた り、 「施鼈の顔」と

しての第一印象を持つのは 「対応する職員の質」で

す。 誠心誠意 のホ スピ タリ ティ ーを 待っ た接遠行 う事

が最 も重要だ と考 えて 人材育成 を行 いま す。

一一　 安全性・ 確実性　　　　 －　　－

・高度な職務遂行能力 や自 己啓発に より 、市

Ｒが安心 ・まをに利ＨＩで きる 環境 と不備

のな い業務を確実 に遠．行 でき る職員

使命感・ 責任感

目標達成

地元の住民が行う む共粤業

職場環境き備 （尚 きやすい職場）

地元雇用 め推迫五

むの代行ｔと して のを命感 と責をＳ を持

ち、 奉仕の心 と意欲を 持っ て行動で きる

職員

積極性・ ｍ造性

・広 い視野と 豊か な見識で創；２１性・ 効率性に

富み 自発白り に利ｍニーズ を捉えてガにす

る意識を有する職員



要項様式６号　を指定期間共通事業計画書

（５）そ の仙施菽を安定し て管ｊｌＪ営を実施す るた めの人ＥぽＪ手法

安定 した管ＪＩ運営を行う ための管ミ体制

大ほ支社　営業管ミ備　牧　勇次

営業管ミ部　２４５　 斎場業務部１も

南あわじ市新火葬Ｓ

常勤　責任者

・１１営 ・管ミ指導

・モ ニタ リン グを 実施

・業務指導を 実施

南あわじ市新火葬場

常勤　 代ＪＩ者

南あわじ市新火葬場

な勤　 雅務員

ＬＬ

［

近隣斎場 を斥 めた 嘉力 体制
－

南あ わじ市新大葬場八 びｉｊヽ ｜ヽ１本市大葬場、蕕｜本市五色台を苑のＲ億蕉員は相互 に交流し 、業務の平

準化、効率化を回 りま す。

また、兵庫翳下の斎場において は、 相互間研修を行い、有事の際のバッ クア ップのみ なら ず、戦

Ｒ病欠時にも 協力体制 を維持す るこ とに より 効率自１７な管ミ体制を構築し ます。

。近隣の協力体制

‾１

洲本市大葬場

洲本市

五色台Ｓ苑

兵庫県下斎場

ＰＧＩ

南あ わじ市

五輪

大阪支社

Ｇ　 ＲＩ



要項様式 ６昜　全指定期間叺通事業計画書

労働福祉の状況

力働 保険 （労 災保 険、 雇Ｊ １１ 保険）加 入の イｆ無

Ｌ

弊社では、Ｕミ社叺雇ｍを軸と して通常業務に携わっ てお りま す。　１Ｅ社戦には労働基準法に

て定 めら れた 、健康保 険、 加護保険、厚 生年 金、 宍災保険、冠鴇弧険に 加入 して おり ます。

戦い 雇丿 目に 関す るぞ えち
－

ｉＥ社員 雇万万ｊ

大葬場におけ る業務は、安定した労務の提供や継続的な業務の違－行が求め られます。弊社では、 基本

白り に主たる業務のを行に関しては、ＩＥ社員雇ｍを原回 としてお りま す。

雇用環境の整備

自給制、 年２ 回の寅年、を職金や６０歳定年退職後の嘱きモ職戮雇ｍな ど、 雇用に関する取り 決めは「就

業規覧」 を作まし、職員包。員 に配布提示してお りま す。 また、ハ ラスメン ト防 ＩＬ を含め職場環境配慮義

務を遵守 し、 職員が安心して働ける環境づく りに努めてお りま す。

儕

．ぐを　、

労働基準監督署に対しても 労働基準法第 ８９ 条１ 項の定め によ る「就業規則」

濟
。（５Ｔや

ぶ営へ　（ｖ｀） （ｙ
の届 出及 び労使間

で「時間外労働・ 休日 肭働に関する 協定書」 を締結し、別途「３６ 協定Ｓ」 を届ｉしてお りま す。

包。員に 年１ 回の健康診断 を受診さ せて おり ます。

待機や罹 患に よる 自宅 待機者は特別 休暇扱い とし、

労働兼ｒｌこ審軛

また、新ｔコ ロナ ウイ ルスき染症への濃厚接触

生迄が困窮し ない 配慮 を行 って おり ます。

弊社では、他の自 治体にお ける 応募申請の際、社会保険宍務士会に よる 労働条件審ま を求められ

ましたが、総合得点９５９６以上の優良との誘価をｍいており ます。

Ｉえ：刄 胞ぷ呂

－・㎜・・－

ぞａｉｔ ｆｌｌｌｉ

○

‾｜ ‾｜

「労イ東条件審ま」

‘
匸
犬
ド
ビ

Ｋ市斎場

評佃ｉ報告書

ＬＵ体Ｚ あ宋八八甌ｈＴ鮟

が１１１　・　ｔＶ！ｉ` ‘いこｌｌｊ’１る ぷ。；寥！審 左加。び １－ ７　１　１　ご・丱ズ４他ｌｉ 暘、

ｌａ 条件 、霽 珀・ｌいり１ ．１ ぷＺ ：ｙ．バ 、て は、 おお ・り Ｌａ Ｑ』’で ある とい えよ

Ｐ３２
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要項様式 ６篶　を指定期間共ぶ事業計画書

子育 て支援

子育 て支援に 関す る取組（子育 て支援に 関す る取組の ｜大１容）

弊社は、 子育て支援への取 り組みと して、育体制度を設けてお りま す。

また 、子育て と回様に 介護 に関 する 規則 も設 けて おり 、職員の 生活安定

サポ ート に取 り組んでおり ます。

し

就業規則 第３ １条

従業員の うち必要のあ る者は、 会社に申 し出て育児休業し、又は所定外労働、時間外労働の制ほ、 ｀玖、

び深夜業の制限の措置の適用を受けるこ とができ る。

２　 前項のれ象従業戮、手続き 等心要な事項は、 別に定め る「育児、介護休業規定」 によ るこ ととす

る。

３　 会社 は、 育え ・介護休業規定第 ２条第１ 項の定め ると ころ によ り、 本人又はＥ偶者が笂娠 ・鵬自

した 卮の 中出 をし た従業員 に対 し、

②育児・ 介・休業規定第６ 条ないし第９ ぷに定め る皀生覬育■休隻 （ｘｊ、下「ｔ後パパ育体」と いう）

に関 する 制度

②育ミ休戛ヽ亀をパパ育イ氷の 申ぷ先

③鵞ｍ水黶給付に関す ること

④従隻員 が育Ｒ休隻り縦をパパ鴦体默間につ いて覧祖すべ き社会保Ｗ脇の句、ち 扱い について書・ （又

は面談を併ｍ）で個別 にｍ夕日 する とと もに、上Ｒ各休業の句、得 に関する 従業貝の登鳥を確２す るも
ー

のと する （縦 し、 これらの取得ををえさ せる よう な苟での■加八び舊、覬確懾を行わず、 また行って

はな らな い）。

介護支援に関する取組

就業規則 第３２条

従業員の うち必要のあ る者は、 会社に申 しｍて介護休業し、又は篦定外労働、時間外労働の制限、及

び深夜業の制 Ｒの 措置 の適ｍを 受け るこ とが でき る。

２　 前項の対象従業員、手続き 等必要な事項は、 別に定め る「育児、介護休業規定」 によ るこ ととす

る。
ａ

育児 、介護休業覧定

目的

この 規定 は、 就業規則第３ １条、第 ３２ 条に定め る従業員 の育え・ 介護休業、子の看護休皸、 介護休

Ｒ、 育児 ・介護のための時間外労働およ び深夜業の制限、 なら びに育児 ・介護のための皸時回勤務等に

関する取扱について定めた ものであ る。

２ この規定に定めのない こと について は、 ｒ育児・ 介護休業等に関する法律Ｊ その他の

関係法令 （以下「法令」と いう 。） の定める とこ ろに よる。

Ｐ３３
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Ｐ３４

要項様式 ６号　 全指定期間共；ｍ事業計画書

蕩女 共同参瓶

平成 ９年 辷改ｉＥ され たりｊ女雇ｍ機会均等法に より 、募集、 採ｍ 、ｙｉ，挌に対し て　Ｌ
女性を別 が禁止さ れて おり ます。

弊社 もリ４女 とも 採ｍ に際 し、 雇用、Ｗ，格 などリｊ 女の 差別が無いよ うに採用 、昇格を

行っ てお りま す。

人権研修
一

業務に従事するも のが、人権についてｉＥし いＳ識を もって業務を遂行でき るよ う、 人権研修の実施

－　 人権問題 は多 岐に わた る課題が存在 しま す。 五輪では 障害者差別解忝法、外国人への 差別 防止、

回和問Ｍによ るを別事案な どの問題を細かく 取り 上げ指導戮が職員にが し研修を実施 しておりま

す。 また、外部研修についても営業管ミ部覧だけでな く事業所職員 も積極的に受講してお りま す。

五輪では様が な研修を受けた職員が利ｍ者のな手性、 平等利ｍを損なわない よう に接遇応対を実

践し てお りま す。

１

１Ｔ？

ｆ● ・ｌ

＼屁　輪　 人　権

た哨

‘ＭＸ‘：ｌｆ　ｌ；　Ｚ　Ｓ．ｌｉ，か：． 八

１

研　ぼ
一一　 －ｌ

斎ＪＳ責を者の人権Ｍ修

・；・こｊＥ　２，Ｓ　ＩＩ ’　 ¶１１

１１ １． ：１ １　 崘Ｂｒ．ａｌｄ、 ，・ １ｌ ｉ、 ，・

◇ｉｌ修資料

Ｇ　 ＲＩ



きめ４

高齢者障がい者小さな お子様へ二
・お疲れであ るご遺族のも情に ■慮

いつ でも 職員 に声 をか けやすい雰回気づ くり

セル フモニタ リｙ グで対策実施状況を確２

Ｓ京ＩＳ談で職員 のを機管Ｓ■ 識を 確認

１１

ｒ
｀
．
り同

常点検・ 定期た、検を確実に実施するこ とで、攷障未然防 １χ・。、安全維持に努め ます。

Ｇ　 ＲＩ

要項様式 ６号　 堡指定期 間共 ｊｍ事業 計画書

Ｖ　 安全管ミヘの取組み

７－ ’－Ｉ

Ｌ

（１）施恕い設備にかかる安全管ミヘの取組み

安全管ミの考え方

リス ク笂策は、「発生前の事前準備」が最も 重要であ り、 日常管ミにおいて も「事故の未然防止」 を徹

底すると とも に、 Ｊセ・等の大規模な殲、害や疫病等の戛ｔな どが発生 した際に迅速かつ確実に対応できる

体制構築 と具体白タ７ な笂応方法を 定め てＪＪＩ しま す。

掣故や事件の未然防止

心身 とも にお疲れの方が来場さ れる こと や、 不特定多数

の出 入り があ るむ共施設で ある こと を念頭に 、全ての利

ＨＩ 者が安心 して 利ｍ でき るた めの 安を対策 と業務上 のミ

ス防止を 徹底 しま す。

また 、職員が業務上の 事攻を発 生さ せな い組織体制と

安全対策 を定 め、 安七ヽし て働 くた めの 職場環境 を維 持し ます。

安全管ミチェ ック リス トに よる を回点検

を回 点検 では 、視覚・ 聴覚 ・触覚・ 測定器を駆使 した 点検

を実施す るこ とで、常駐ス タッ フが見ま して しま いそ うな

細か い予兆を 発見 する こと が可能と なり ます。

「日 常点検・ 定期点検」の二重の点検態勢か ら「 日常点検

・ぶ回点検・ 定期点検」のミ重の点検態勢を整え、維持管

ミを 実施 しま す。

点検 の結果、 部品交換やは繕工事が必要 な場合は 、下Ｒの

手順に沿ってメーカーへの手Ｒ、専門の技術者に よる ぶ速

な宍芯、 復｜ 日が菜を 行い ます。

マニ ュア ル、 Ｍχマニュ

と外部研修で安を確保を

業時のルールを明確化し

前対



要項様ズ ６号　 全指定期間共 １１事業計画書

安を管３１対策に関す る事項

危機 ・安全りＷ） ぢえ方
一
－

緊急時の対策は事前準備が重要であ り、 日常管ＪＩに おいても 「事ａの 未ＪＳ防止を 」を

徹底する とと もに、地震等の災害や感染症等のｌ延な どが素生 した際にｉＪｉａかつ確実に対お

でき る体制を 整え 具体的な 対応方ま を定 めて ａｍ しま す。

事Ｍ防Ｉ Ｉ・ 対策

利万１さ れる 万万 の安を確保をびに社員の労働災害防止に祕けた取 り組みを行う ため に、 Ｒ備 ・機器類

に関 して チェ ック シー ト等 によ る日 常む、検の実施、 また構築物に 関し ても 日常Ａ検 ・館鸚外・のぷ視など

によ り危険個所の事前チェ ック を推進し、事故発生の未然防止に努めま す。

防災 対策

全従業員の施鼈管ミに笂す る覧機意識の ［氛上をＷ］、特に大の後始末については

総括責任者Ｒび代理牴が責任を持っ て対だし ます。

実施計画書等 を策定し定期的に 防災訓練等を実縦 し、 安全確保 ・非常時への迅連な対応

を図 りま す。

毎日施錠前に Ｋち・（Ｆ締 り）、防災（大の始末）の防止を目 白り に加ｉＲ Ｉちｌの 。な検を行い ます。

危機管ｆ マニ ｊ． アル

天災 ・事故・ 天災 （地震、 大ｍ、洪水、 暴風など）・ 設備事な ・防ｍ

などあら ゆる 緊急時を想定 した 「危機管ミマ ニュ アル」を作成 し、 これに

基づ く緊急対応訓練を 実施 （年 ２回）し 、事故防止八 び利ｍ者 の安を確保

に努めます

防魁 ・防災訓練計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・た機管ミマニュ アル
危機管ミマニ ュア ルに基づ き各関係部署 ・従業只が連携し た緊急連絡体制系統回 を定 め、 定期的に訓練

等を実施 し、 貴市関翳部署とも 協調 しながら防災 ・防犯に取り 組みます。

ち貢咯のな皿び研修

全ての従業員を普通社命士 ・防火管ミ者 ・た険物取扱者等の講習会に積極ＭＪに順次参加させ、施ほの

安全管ミに努めて おり ます。

外部研タ名

普ｌｉ救命講習

防火管ミ者

危険物乙 ４種

大葬場維持管ミ

研イき責任者

消防署

消防き

タ、葬ほ員

大葬研究協会

研修Ｆり容

利用者の体調不良や緊急時 のタす応

ＡＥＤの取扱い、 心臓マッ サー ジＭ修

加ｉＲの Ｋな火管ミ

防災対策、予防宍１識習得ｉｆ修

大葬 が＝ｉａ備の 操が、燃料ミ扱い の加識

燃料取扱いの知識

大葬場のａ営管を に関する タｉ口ほ

大葬 コー ディ ネー ター 資格 の取得

Ｐ°３　６



要項様式 ６で　 を指定期間共通事業計画書

衛生管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

会葬者にまか且つ衛生白りな環境を提供する ため、関係缶令をき守 し給排水敖備の

清掃 ・水質管Ｗ・ 害虫蜀－除を適猫に実施し ます。

Ｌ

また 、コ ロナ ウィ ルス の感染防止対策と して 待合室は使ｍ 後、 待合 ホー ル使ｍ後、そ の他

の箇所も 告別室、 収骨室、 炉前 ホー ルの 消毒 を都度行 いま す。

ごみ の収集・ 排皀

ごみの収集及び場外搬皀については、「廃棄物の処ミ及び清掃に関する法律」を厳守 し、 事務所から

排出される事業系一般廃棄物は、貴市指ｔ業者と契約を取 り交わすと共に、 適工Ｅ亙倚別 ・保管・ 収集

ミ搬を実施し、施℡の 「環境の保全」及び「価衆衛生の向上」 を回 りま す。

一一

訓練ｍマニュ アル

１　 防ジ４、 災害、緊急夕１ふ跏練ｌマニュアル

逎Ｓ ．ｉ１４　ｔｉｌｔ４Ｓｉ４．

消火栓Ｓ吸い

ｇ¶火器Ｓ・い

ＪＩ Ｓａ・麭

ａ麪ＩＳ４

一一

警Ｓ旨ｌ

多目釣－１レ取ＥＩい

一一

ｊＦｎＳａい

防火・・噐・ ｌａｊｔ

ａ火ｊｌ郤日ａ

ズ醤復詞・糾の爿

｛株｝五輪

ｇＲｎＳｉｂｆ

ｊ．；ｌ　ｇ７５－４４２－０１ ３３

ＣＯ 貳ｌｌ　ａｌ］・ ・３３０ （・ －Ｘ （・Ｉ

ＬＵ　 ｔ９４　ＤＳ －ＪＺＩ ・－ ＸＵ

Ａた 践９　Ｄｇ－ｘｇｌ・－ ‘ＩＣ｛・１

・４ａｆ６

ｊ．す

者報通見島
］

″
″

ｈ
ｔ
ｔ
ｐ

：
／

／
ｗ

ｗ
ｗ
．
。
邑Ｚ

ｒ．

緊急 連４回

緊急 時ｊｊ策 本部！
ｌｄ

Ｆい

酒防黶

２察著

電気Ｒ備

４Ｓ

ａ・

榿４設備

；ｊ　ｌｊ

廷・

‐
―

Ｌ
ａ

―
■

Ｉ
Ｉ

む
Ｉ
９

い

ト

孤ｉ

火鄂 炉設債

４ｔ 宮ムエｉｉｉ

ｊｙ ＩＳ ；１ １む ｉ‘ １ヽ ｅｉ　 ｃｌ　ｊ‘ ６－４
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９ｅ　：抗ｉｉ　　 ・１９１１ＳｑＱ

・・１防災マ ニュ アル
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百ご
踞蜃こＪ蜃

よ

緊急連絡表

ｊり肖火Ｓ句、扱 いｍ回書

７Ｒ

４１

７９Ｆ
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要項様式 ６号　全指定期間共通事業計画書

（２）災害や事な防止へのな組み
Ｌ＿

災害対応

「叺庫県ぶ域大葬計画」に 只｜』し 、貴 巾と 協議 しｉ 該大葬場職叺のみで対応が・難な場合は、肖 グ）

プのスケールバッ トを活か し、 近。隣のみな らず兔ｍの事業所、宮本工業所の技術担芭叺の応援派遣等

の協力体制を執り 、Ｆ９滑な広域大葬の実施Ｒびご遺体の尊厳を保ちながら適ｌＥな業務を執行し ます。

大規模災害時 にお いて は、 肖グルー プが一体 とな り全国ネ ット ワー クを駆使 し、 技術員の連やかな派

遣・ 適切な処置・ 実施へのアドバイ ス等を実施しぶ連な復＼日 に取 り組みま す。

災害時の 指示、命令系統

富１１１本社

対策本部

鏨部長　 （社長）

ｙ　　ｋ

命令　指示　　 ’報告

ｌｌｊ心木・

掫ａｃ　 担ｉ 本ｇ　 旻社 －支店

指示　報告
７’

派ａ

玻ぴｔｔ域聨業所‘

対策本部 ・対応本部の設置

Ｘ害直後には対策本邸、笂応本部の設置を行

いま す。

ｍ
　
示
－

－
報
　
肖

Ｎ

を
国

支
社

支
き

職員 の安否確認

１害ｔ域の五輪Ｉ陬覧の安否確Ｅを行い、被害

状況 を確認し ます。

（弊社営業管理部が現麑入 りし確認

施鼈の被害状Ｒ

施鼈の安全を 確ａ し被書状だの 確認

（宮本工業所技術員・ 弊社営業管ミ部が現地入

りし て確認）

対策本部より をｍの本店・ 支社 ・支店に支援れ

Ｊ心命令 （火葬支援チーム ・鼈備覆｜日 チームの派

ｊｉ）

Ｍ応本部で必要物品の手配を行いま す。

災害対策マニ ュア ルの設置
－

一一

五輪では ［気海盞南５沖（奥尻）地を（１９９３ 年） ］、 ［羝旃淡き大震Ｘ （１ ９９５年）］ 、［新潟中ｔ地ま （２００７

年） ］、 ［東 日本大霑え（２０ １１ 年） ］並びに 鸚年の［熊本地■ （２００６年 ）］ にお いて も大葬鞆℡備のｔ日・

維持管ミ ・火葬業務の増Ｓ支援等に大き く貢献した実績を持っ てお りま す。 この経験をおかし、宮本工

業所と連携した氛害時の運営対策‾玖、び火葬ｆｉ等の復｜日対策をま とめた災害対策マニュアルを作成し、万

一の 災害 に備 えま す。

１１

Ｐ°３８
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要項様式ら号　を指定期間共通事業計画書

ｉａ去の 大規模災 宍Ｉｌｊｌの １４ ｊ心例

平成 ２３ 年３ Ｊぐｊ　１１　日に ・生 しま しだ 東日 本大震災 ”で は、

被災 された東ニ｜ヒｔ：な においてｉａ連な設備復｜日作業と 大葬

業務の人員減遺な ど、 五輪 ・宮本工業所 は多 岐に わたる

対応 を実践し まし た。

宮本工業所・ 五輪グループは被災地へを国か ら延べ１，５００

兔の派遣を行いま した。

そし て、 被災地の みな らず広域火葬の観点よ り、 埼ミ五県・

千葉県・ 東京都な どにおいても被災地よ りご遺体が搬送

され、ｌｌ常業務に加えて被災された万万の大葬を執 り行

なってお りま す。

そ

震災直後

緊急 復１ 日後

フ

Ｐ３９

！
ゆ

。●４７Ｓ　。

へａ００
東日 本大震Ｘ時は延べ

１， ５［］０ 人をＳ遣

ノ

７

ＲＩＮ



要項様ヌ ６号　 を指定期 間共蓋事業計画書

ａ去の教訓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ
大規模Ｘ害か らの教訓

大規模Ｘ害に際し ては 「想定外」の事態が次 ４・ に発生し、机 Ｌのマニ ュアルだけでは

現実対応 が【ｉｊ 難で あり ます。

宮本工業所りｉ愉 グル ープ は５ａ去 の大粮戔での 緊急応援体制構築 ・要 目派遣・ ＪＱｔ活動で の経験を遮

した ノウハウ の蓄積及びを国的なスケールメ リッ トを生か した組織力・ 機動力・ 使命感に基づく知恵・

工夫 一応八｜力の結集で、 この たびの大１災でも 一ｔの社会白り責務をＪＲたせたも のと 自認 して いま す。

しか し、 大Ｘ害の 混ａ の中 で白り確 な牛りほ を行 い、 最善 の対応を 取る こと の難 しさ もほ めて 経験 しまし

た。

実際の被災地で得た貴重な教訓を更にノ ウハ ウに上積みして、 実効性のある 緊急時対応になり 組んで

まい りま す。

厚生が働大ＮＪ、び東京都加聨 から の感謝の おみ

抹
ぎ

社
ｔ

本
工

す
所
殿

素
社
は
東
日
本

大
湊
夊
に
よ
り

き
犬

ぢ
被
害
を
瀑
へ

け
た

祉
χ
ｔ
に

や
憎
れ
ぢ
い
支
４
Ｇ
ｔ
あ
ら
れ

そ
の

ね
積
は
夕
夊
で

あ
り
ｋ
の

模
範
と
す
ろ
と

こ
へ

て
あ

り
ま
す

考
て
こ
こ

に
ち
粤
の
ｔ
を
表
―
号

ネ
き
一
十

五
隼

よ
ｇ
’
十

’
ａ

’
１

２
１

ぶ
材

ｔ
え

。・東京都知事から

被■ ｊ吏ま援大葬協力Ｓ謝状

１１

厚生労働人臣から

被ｘｔま援火葬協力Ｓ謝状

底
謝
状

予
感
一
１
一
年

き
９
モ
い
日

東
ぶ
ｉ
／
ｌ
ぶ
４
４
’
夕
’

Ｐ４０

ｔ
ｙ

ｔ
木
エ
ｔ
そ

へ
Ａ
れ
４
Ｊ
べ

ｔ
本

を
４
様

貴
社
ｕ
東
日
本

犬
卷
を
を
圭
に

で
大
葬
４
ヵ
７

Ｓ
火
葬
か

４
守

筑
で
東
享

弗
こ
え
え

支
援
に
夕
大
『

す
献
Ｉ
Ａ
ま
八

よ
っ

て
こ
’
一

ａ
弗
Ｋ
と
べ
一

太
し
て

八
考
ｌ
ｔ
耒
―
す

威
考
え

Ｇ◎ ＲＩ



要項様べ ６号　 全指定期 間共通事業計画書

コロ ナＳ染症が策
ＬＬ

Ｉ＿災害 とも いえ るコ ロナ ウィ ルス 感染症の 対眤、

火葬場が絶対に１１１ めら れない施監である とい う重責を職同一人一一人に 日頃から意識付け、

感染站策を徹底するこ とで施設の安定稼働と 火葬需要に対応しています。

五輪は、 令和 ２年 ２月 にコ ロナ ウィ ルス感染經でたく なっ た方の「大葬対応すｉ針」 を打ち出 し、

コロ ナウ ィル ス感染者 の大葬気応を 遺宿、の 力の 心情 に髱慮い たし なが らを国で実加１し てま いり まし た。

五輪は斎場施鼈の運営を行っており ますので、近畿地：ぢ では大阪支社に対応本号をミき コロ ナウ ィル

ス感染者の火葬対応について指示、 派遣を行っており ます。近畿では現在まで約 ３，０００件な上、全国で

は約 ９０００ 件の対応を行っており ます。

今回 のコ ロナ ウィ ルス 感染症の蔓延 はま さに 大災害だ と認識し てい ます。

コロ ナウ ィル ス感染症 含む 事業継続計画 の策定

五輪では、９ 年前に感染症癪ぬ時の事業継続計画を策定して

おり 、それに乗つなり き染者の方の火葬れ応は大獸支社対策本

部よ り火鴦業務員 を派遣し行っ て参 りま した。職ｎへのＳ染を

防ぐ こと で事業の継続性を 担保 して まい りま す。

対策備蓄品

品目

マスク

ｉ肖 毒液

タイ ベッ クス ３型

手り 用者 の感染防 止策

備考

をｍＥ市備蓄 １億枚な上

５， ０００Ｄぺ上

防護℡大獗支社２００着

施設 は日 そ大勢な 方が 利Ｊ１１ する 施設であ るた め。 間接接触で

の感染防止策 とし てフ ロア ーの消毒 を行 いま す。

また、出入口 ２か所に は非接触の体温計、ア ルコ ール消毒液

を設置し 感染防止 を行 って いま す。

ｊｌ

アル コール消毒液

１１●

宇
ド
ト
レ

今Ｓ染き火昜鳩拓Ｗ護覧

Ｐ４１

感染猛．事業継続計画内ガホフ ロー

ＩＳ ＪＪ Ｉ．・で ；ｌ よ１ ｉＺ ｊ・ ｜． ｊ． ｈｔｔｐ：／／ｗ ｗｗ

．。　
１ｌ ａｌ

：１ ：　　　　　 Ｉ． ＝・ １　　　　 ほｌｉｌ

冂
円
‥
」
―

Ｉ°ｉｉｈｉ ．．Ｊミ
ｌｌ こ″ｆ杓 ａｌ

ｉＦ ｔ・ ．－・ｓ ’こ ’・Ｑ
：ｔｉｉ ・．ｌ

ｔ● ¶ｌ ｋｒｊ，１；．‘ ，・ 仙ａｔ　；
：● 臧Ｉ　ＩＩ

；１ ｆ●ＩＥ ．ｌ ｆｔｌｌ　・
同

．ｊａ　・
・ｒ・ａＭ，１１ｊ・ ＳＺ１
９　１・ｚ’ ・１ ３１

・・ｌｅ９こＳＩ・

Ｉ。 ｒ・ＺＩ・哨５， り¶ ｌｌ ｉヽ
：１ ４１ １ａｔ’１－Ｊｉ・
ｌｉ ｆｄ

・・ ｇ・１２ Ｓ：

（ｔ ｌご ．ｉ ・ｈｔｔ

ｐ：／／
ｗｗ ｗ．

。、
’Ｓ １１ １‘ ・・

冖

ｌ　　 ｌｇｉｆ ｔＳ；

９　 ・１ ｉ、 ｌ　 ｈｔ ｔｐ：／／ｗ ｗｗ ．１ ｉ． ｃｏ ｍぶ
ｒ４ １１ｔ４．；｀・ ・｀ ．・
ｌｊ ４５１７ＤＳｙｔ ‘１

’
｀

ａ
Ｓ

や
Ｍ

目
目
口

ｌｓ ｓｌ ‘ｌ ｓ事 ●●１１

ぐ”４４ｙ　ｙｗＴ＼

匹匹

ｑい４ｈｊ・・４ｙｉ

怦匹回Ｔ

石嵒ブ
●ＩＳＳＳＳ ．９ １１ １Ｓ　　心

＼　ご
’・．１ －・ ・．’． ｆｉ ｉ・ １１ ｀ｓ ，゛ ｀”ｌ．ａ

ごご匹

スタ ンド型非接触体ａ計



要項様式 ６そ　 全指定期 間共通事業計画書

（３）慢罵濁＝ｉ」１１への旬、組み
Ｌ

Ｇ　 ＲＩ

利ＪＩ者の安全・ 秩序維持のための適ｇなせ応力ま

毎獵 ミー ティ ングを実施し 、危機管加マ ニュ アル に基づい た業務の 誌本及びヅ、日のバミ意

事項の確認を 荀、底し、全従業戮が統一 した認識を持って業務にあたり ます。

開館後は、職員が常に連携、情報を共有 し、 施℡館内外を定期的にミ回 し、 不審者・ 不審物・ 不審車

両・ ａ備の不氈状を等、不測の事態の早期発見を 回る こと によ り事故が ない よう 努め ます。

を従業員 は、 利ＭＩ者サー ビス 覬上の意味合いも 含め 「何かお回り でし ょう か」 「何かお探し でし ょう

か。 」等、失礼の ない範回で声をお掛けする こと を、Ｃヽ掛け。結果白りに不審者等の発■に も繋げて 手り Ｒ］

者の安全 ・財産の保全 一秩序維持・ サー ビスのか。］上を回り ます。

（４）緊急時の対応　　　、

緊氈事態発生時又 は発生が予想 され る場合に おけ る常時連絡ｊ］‘ 能な体制

大岑場施鼈のき営は緊急毀でも逓滞は許 されない ため、苞グループは土曜・ 日曜 ・祝 日も Ｊ敞員が交イ弋

制で必ず出勤 ・待機して常時連絡ｊｌ能な体制を艱つています。

且つ干加』の事態に備 え、 心機管ミマニ ュア ルに基づいた 緊急連絡体制表（携帯電話番ｇ も含む） を作

成し、関係者へ熕］兇徹底 ・事務室への掲示 ・随時訓練す る等によ り、 緊急時に も素早い対応を実施しま

す。

緊急 戮こ おけ る連絡体制　 方策

営隻管ミ部戮。、 技術部員 は３６５ 日２４時間携帯電話を携帯 して おり 、緊℡時にお いて 丸瓦連な対応

が取れる 体制 を整 えて おり ます。

大葬腸管をを叺に おいて火葬炉設備はｔ要な ハー ド部分と なり ます。日 常の保守管理は機器を熟加

した現地織員が着実に行い ますが、 万一現地職員のみでは対処でき ない機Ｓ トラ ブルが発生し た腸

白は、常本工業京大ほま社 （ｔ中市）がを自白り にバ ック アッ プす る体制を確を して おり ます。

宮本工業所大阪支社は近畿 ２府 ４県の大葬炉納入実績から 保守管ＪＩ、 修繕工事等を承り 、ア フター

サー ビスを苞甄する技術・ 工務部員 ９１１が工具、備品を積載したサー ビス カーで常時域内をＳ回し

てい ます。

大葬炉に 緊急の事態が発生 した場合 は、 休日 、夜間で も緊急連絡網 によ る連絡を受け、火葬炉ｉメー

カーは最寄り の技術員が現地に急行する体制を取っており 、同時に弊社営ｌ管Ｊｑ１部目 もヨ１携出動し

学期 の解 決、 。復 １「｜が 行わ れま す。

Ｆ‾｜

Ｐ４２



要項様式 ６号　 ぷ指定期間共通事業計画書
一一

や宮本工業７Ｗサ ービスカー

４４ｋ
４

ｌ●。、ユ

烏Ｓ ＳＳ４

ｒ‘

ｔｘ

ぺぐ　Ｘ

きＳ府

え販

ｊ４れ

ｉＰ

Ｘ ボ
ツ
ア
脣
ド

、
‘

ｒ
　
　
　

か
Ｉ
Ｉ

ア
Ｌ

緊急出動動力 盤点検

福＃４

Ｅ里県

岐阜県

愛知Ｍ

ｉ

９

大阪府

・飯■事業所

・茨木市事業所

・池 日ヨ 市事業９ｉ

・泉大津市事１所

今兵庫県

・西宮市事業所

・伊ＦＦ市事業所

丱｜西市事業所

・神Ｆ西神事業所

・力口古Ｊｌ ｌ市事業Ｒｉ

・加古郡事業所

・高砂市事業所

・姫路市事業甄

・小万力口ま事業所

・ヨ・波篠ぱ｜市事業所

Ｌ

◆奈良県

・奈 Ｂ１ 市事業所

・干ｐＲｊ‘事業篦

・ｙＥ寺「ｌ」‘静を苑

・橿ぶ市事業所

今京都府

・宇治市事業所

・福タ４１山市事業所

・綾部市事業所

・舞鶴市事業所

－京都市事業所

◆加歌ＬＬＩ県

（’Ｋ色付聖苑事業所

・ｊ万波市事業所 （２ ヶ所）

り回来市事１所　　 合計 １２ １もＥ置
・洲本巾事業所（２ヶ 所）

緊急応援体制

病気 ・事故等 によ り現地従業員 に欠 員の をれが生 じた 場合 は、 大阪支社 に配置し てい る営業管ミ部員

３名、業務部 １も及び支社管轄Ｆ大］２９施設の火葬場に従事する １２１もの職員か らぷ抜し、貴市火葬場に

おいても ｍ］座に業務対応百Ｔ能な応援要員を派遣するこ とができ ます。
ぬ

勁業務対応可能な 人材 を多数抱 えて いる ため 、緊急時 にお いて も業務に 支障 をき たす こと のな いスヶ
－
一

一ル メジ ット は、 五輪の強みの一つ です。

Ｇ舜ＲＩ
３Ｒ



要項様式 ６号　を指定期間共通事業計画書

ＶＩ　施設 ヽ鼈備の維持管ミ

Ｓ、．

－’

い） 施設 ・設備の管ミ体制

Ｌ

４、 ｉ　４

維持管１１業務に関す る基本白りな考え力｀
ｙ

弊社が「斎場施設の維持管ミ業務」 によ り培 った永年の経験、 ノウ ・ヽ ウを活か し、 十分 に反映させ

なが ら、 より 安全 ・安心・ 快適に利用し て頂ける 施設づく りを進めてい きま す。

施設 の適 Ｗな 維持 管肖１に ついて

施設の維持管ミ業務は高砂市の大切な財産である 斎場 を、 「安定し た継続的」営」且つ、 「加１設が持つ

機能 を最大℡に５ １き 出せ る状態を保持」す る事が目 白り であ り、 更に 、手｜Ｊ ｍ者の「安全性と 快適１生 を確保」

した施をづく りを行う 事を 目白りと しま す。

維持 管ＪＩＩＩに 係る ｆｉｌ！ ・１ と計画

斎場 は、 利ｎミ１ 者に とっ て機能を止め るこ とが許さ れな い施ａであり 、施設及 び。 設備の故障や ト、 ラブ

ルを未然に防止す るこ とを基本 とし た各種日常か、検、各種定期点検等が心要に なり ます。

利ｍ者がま・Ｈつ、快適に ｊｆ ｌＪ ｍで きる 清潔九を默を維持 し、 施設の長寿命化を 回る 堅実な「維持管１１

計画書」 に基づい て実施し ます。

維持管ＪＩＩＩ計佩に りジづいた作１の実施

関係・やや仕様書をぎ守し たｌ ｌ、 施設の特性に合わ

せた維持管ｆｌｌｌ業務計画書を毎事１年度の開始前に作

成し 、確実に 業務 を実施し ｌす。

計画 自り に集務を 実施する こと で、 １防保や に繋 げ、

経年 劣ｆヒに 伴う 故障 を低減し 安全 な施設管 Ｊ！１１ をし ます。

１１

Ｐ４４４

維持管理対象のＥ哩　　＼

－

裃
し

対象斑の迴時 管理 計画 策定

Ｇ＠ＲＩ



要項様式 ６号　 兔．指定期間共ｊｍ事業計画書

（２）施・Ｒ皿の適りＪな 維持管ｊｑｌ へめな組み Ｌ

日常保守点検

安全、安心ヽ、快適な施設環境を維持するために 「日 常点検」 「定期点検」 を実施し ます。

目今 こ笋７ｈ丱 り心ごＳ　ど
ｊｉ　 ” ．ヽ１心゛ ゛－

㎜－ ＝＝　 一一

＝初とペル　　施設警備、防犯、 安・管理確認　毎日

建築物、 設備機器異常、安全確　毎日、Ｑ台業前

認

ｉ
・－

自ｙ －ｉ

自
加

ｆＦこ 火葬炉設備始業前点検、安全確

認

ゴミ、汚れ、 廃棄物処理

不審物、 危険物、 安全確認

消耗品、 備品

―
ひ
ひ

ひ

４ＳＩ目

ｌれ 、Ｍ Ｉ、 ＳＩ 、目 たり］れ
、｀　 、　　　 、；　　、

み

Ｓ

つ　，

ｃ、 セン　 ー；Ｆ

み、　 こつ　、

、ス リップ況、

水

み
　
み

こつ　、　　 、　　　 、５

タイ ル・ カーペッ ト・ クロス４ま

毎日、始業前

毎日、始業前

毎日

毎日

・柱

スファルト

心

トア

総括責任者
施設責任者

総括責任者
施℡貴ｆＥＥ者

施設責任者

一般職員

一般職員

警備職員

事務職員

Ｌ

排水、
’；

、エ フロ レッ センス

、み

一不　 、●

こつ　、　　 ’況

ｉ‥ 、ｉ。

１ぬ　　 ｌ水ｌ・ 目ｔ ・ｌ ｌ・ ひび１１１れ

今建物Ｆ大Ｉ Ｓ、 夕ｉ、部の日常弧検ＪＭ目 （一例）

Ｐ１４５

ヅ　｜

Ｊ
回・

建物鼈備日常点検

弊社では定期点検 とは別に施ａ内の建築鼈備点検 とし て、 日常的に施設・回警備 を実施し ます。

日頃の「多分 ・確か・ ５ら く」 といった曖昧な点やぶいｉ２ｓみをなく し、 加ｉａの状況を確実に把握す

るた めに 「。な検実施ｉチ ェッ ク表」を作成 し、 項目 ごと にチ ェッ クを行い、異常がなければチェ ック

表に良好であ ると いっ た［○日］」 を記入す るも のと しま す。

異常があ った場合は速やか にそ の原因を調査 し、 その対策をを案した上で原状復帰するよ う実施し

ます。そ の際はを案Ｆ’９ 容を 貴市へ報告し 許ｉｉｌ を得 るも のと しま す。

点検箇所

（。

トア

．ＩＳＩ

重ｌａ

‾｜

心



要項様式ら発　を指定期間共蓋事業計画書

火葬炉設備日 常点検

火葬施鼈において、大葬炉敷備は最も亟要な基幹鼈備

であ るた め重点的 に日 常点検を 行い ます

点検 に当 たっ ては ｊｊ グル ープの関連企業で ある 大葬炉

メー カーの使ｍする「大葬炉設備む、検マニ ュアル」に

基づ き実施し ます。

点検マニ ュア ルは施工 メー カー が監修し てい るた め、

高度 な専 門性 と実効性の高 いも のと なり ます。

必要 に応 じて 大葬がメ ーカ ーか ら専 門技術員 を派遣さ

せ、 研修を兼ねた大葬炉設備ほ守点検が実施ｊ］゛能です。
－一 一一 －－ 一一 一一 －－ －－ －－ －－ －一 一一 一一 －－ －－ －一 一一 －－ 一一一

①自§ §計器類のほＭい庖脚幻ａの瓏詭、

確認、ａ。９セｉ点隲、ｔ

皿油斎の

②榻Ｂき　　 が≡腿薗 ・座１・ｌ繭 ・き凰皿のｑ犬ヨ皿皿

③１奈ｌ終了　 四回掃、 ｍＷＲ・ いｌｌｉＳＳＭ帽加の異常白無の

ａｌＳ、 簡鶚廡｜徊：簇施

④皿丿目四　 皿膈鼬（な皿 点囑執ＩＳ、 Ｒほ、ｆｔ！！

⑤メーカー点りｌ 総合点隲、調整、 補修等への＋リポート、他

日常 館【人丿 濟掃

４

Ｌ

Ｉ

・燃焼状態確習凰整

万
作

を

犬
・
１

◆燃料供給状Ｓ確認

１

会葬者にまらかな気持ちで故人をぷ りｍせる卷戻を提供するた め、 常に清潔な状きに保つ こと を毛ヽ

掛け て清掃業務に ツ、たり ます。

清潔で美観に配慮した 日常清掃を実まし、通常、 施縦列ｍ者の 目に付かない場所であって も（炉

京、 操作 ∃Ｅ、事務∃Ｅ等）徹ミし た清掃を 行い 、施鼈を体に 渡っ て清掃美化を 実施 しま す。

霊柩車の 車寄 せ、 エン トラ ンス 胃い）等 の館外に おい ても 、列ｍ者が気分を 害す る事がな いよ う定期

白り な清掃を 行い ます。

館「大丿 外と もに 施鼈利・ 者が来館 され るま でに をて 完了 させ ます。

（３）効率ＭＪな維持喩をを実施するための考えすｉ

効率白り な維持管ミの方策

高度 な奪回性 を有する 維持管ミにつ いて は、 外部専門磯殞 （地元優 先） など をぷ定し 、計画ま案時

より 具体的な維持管ミ手法を求めま す。

でを 心で クカ 率ａりな 外部委貌

｜

｜‾｜

ｒ「

－

高度 な専門性 ・技術

Ｇ　　Ｉ

Ｐ４６

・４″１り
ｌ　　　 ｊ，

ク

よ
よ

Ｉ



要項様式 ６号　を指定期間共ｊｍ事業計画書

維持管ミの実施と 管珂１の 力策

年度 燕初 に維持菅垣１計画書、 修繕計画書を 作成 いた しま す。

ＬＬ

保守点検の実施における確認及び、 記録管ミは、 責任者（場長）の範回において行います。

各点検報告書 は実施ＹＸの タ１ ０日 に、 市へ報告、提出し ます。

点検報告書の Ｆ大丿容 に基づい て、 修が、改善の 方策 を検討し、

市へ報告、協議を 行い なが ら「修繕計画書」 に加 えて 優先

順位の高 いも のよ り実施し ます。

経費 の縮減に ついて

しか し、 五輪はコ スト ダウ ンを回る だけでな く、 指定管ミ者

の責務と して長期的に安心 ・安定・ 安全な遠祖管ｊｌを目指し心

要と 児、われる部みには相応の経費を掛け、 適Ｗな施Ｒ管ミを実

施し ます。

日頃のミ営の中で施設 ・設備・ 火葬炉設備の長寿命化ます策

を行 う事 で高額な修繕 の発生を 防ぎ、ま た、 大規模が曝費

ＪＩ の縮減に 繋げます

光熱水費の縮減は環境へのＲ盧の観か、から指定管ミ者とし

て取 り組 むこ とが もグルー プの 責務 と考 えて おり ます。

職員 に定期ミ ーテ ィン グ、 朝礼 など で日 燉か ら意識を して

いた だく 様に 指導 を行 いま す。

隹国で指定管ミ者のミ営を行ってい る中で、 新たな有効策

が見 いだせた 場合 には 、積極的 に取 り入れる 事で貴市 の財

政敖柤軽減に 貢献いた しま す。

南あわじ市

Ｊ．　　　　　　　　　　　 こふ

ｅ維持管ｌｌＭＳ報告

４修繕計画経週報き

う・点検 ・修繕Ｓ告書を

Ｓｇ　１　０　日に提ａｊ

南あわじ市新大葬場

ＷＥ嘶

維持管９計画 に基づき 実施

争修繕計画に基づき実施

確認、記録． 保管

日常点検

Ｊ１ 次点検

計・に基づき 保守点検を

実施

令計画に基づき修繕を実施

今ぼ繕の 乗積忠、頼

修繕計画書への検討

今Ｓき・ 縦き書の磯回

１

外部委託機関

複海的な ｜務 によ る効率的 な人 叺配置

職員 は、 特定の業務を行う のではな く、 全ての職員が全ての業務を行え るマルチスタ ッフ とし効率

的な 業務で経費の 縮減 をい たし ます。

職Ｍへの経費縮減意識の指導
－

職員 には 「指定管を料は市民の皆様が納税した税４で攷ちＩＬつている」こ とをｔ識して頂き 、経費

縮減 の意識を継続的に 指導 いた しま す。

消耗 ど、 につ いて は、 無駄 な在庫は持た ず適 ：ｆｌこミな 節約対策 を実加１ しま す。

７Ｒ

Ｇ　 ＲＩ

心



要叛様笂ら芳　兔指ｔ期間叺庖事業計画書

光熱水費の縮Ｍ
一
一

五輪は省エネ笂策を実施し光熱水費の縮ほに句、ち組みます。 また、指導を行う

者は財回法人省エネルギーセンターが行 う「エネルギー管ミ講習の修了者」 が管ミ指導

を行 いま す。

燃料 の縮減
－

大葬燃料のＭ油については、社｜大ｌの 「火葬業務コーディネータ ー」 資格者が燃焼効率を意縦した適ｉＥ

な大葬方法を職員に指導し火葬中の こま めな状況管ミによ って消大のタ イミ ングや火力謂ｌ整によ って

節約 いた しま す。

大葬鈩設備の燃料供給Ｓ機の調整確ａはグループ協力を業の宮本工業所の技術員が行いま す。 また、

グループ企業のメ ジツ １ヽ を活かし宮本工業所技術員によ る燃焼効果向上な どの定期研修を実施し ます。

職叺によ る緊急修繕・尚Ｍ修繕の実施

Ｅ置 して いる 職員 は宮本工業所の火葬が設備 に精ｊｎ して いる 職戮であ りま す。 定期 的な 点検、各設備

の分解清掃な どの技術を有 して いま す。

肖グルー プはグループを業の宮本工業所の指導の：え特許に係わる箇所の調整も行え。緊ａ修繕、 簡Ｓ

修繕が行える ノウ ノヽ ウも有してお り、 修繕費の縮Ｍ、ａ備のほ命化に も貢献が叶います。

火葬炉戮僅は宮本工業所と連携 し中長期の修繕計画を策定 し、

オー バー メン テナ ソス を防止し つつ 安定稼働 を担Ｒす るこ とで、

貴市 のＭ政甎担の軽減 に貢献し ます

、１ 【１ま術者に よる燃焼ＭＪＲｍ導】

ｉ

『｜

職員 によ る簡 易セ ラミ ック の補修

Ｐ４８

７。ヽＭ１４ｔ・゙ＳＩＸ　‘。ｔｙ４四・７ ：・ａｌ

べご？゛込ごよｌｅ腦七戸ごト
１・

個
白
え
ｊ

エネルギー管き譌ｌ（ｌｉ規・ ・）

修７ １Ｚ

收　　 勇次
ｌ加３６４　４１ ２７ 回ｔ

ぶ４ルギーの煢珊のをｊｌ化に・するａ４弟１３４

吊ｌ 攪第 一号 ｛沚 挌１ Ｓ４ ＺＩ ＪＩ にお 、ヽて

ネｌザ４１蚕 を・ む。｝のｌｔｌｒ よ・；χあき れ４

早成 ａ４まエネ４ギーぞヌｘｌｌｌ ｅｌａＳ・）を

毎１ １ｔｓｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．。

跚１ ４１　 Ｍｌ ｌ－ ＭＨ

ｔｌ４ｎ　 ４ｎ ｌｌ μ２ ５９

ヽ・ ｌｊ１　 大・癨

ごに７Ｂ
－Ｓ　ｔＱＩ・１２ １１ ＳＩ

‘
‐

々
り
Ｉ
、

ソ
ー

ｊ
ｙ
ら
と
ひ
。
い
ａ
一

エネ ルギー管ミ講習修了証

回・

ｒ
。

一
。

。
ｉ

．
・

．
Ｊ

‘
ｉ
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火葬 業務

コー ディ ネー ターａ定な

ｔ　 Ｓｔａ

ｅｉｆ３６１ ４Ｓ ジＳま

あなたはえ４ を行 うのにぬ要な
１， 熾と 心構 えを 停た ので これを

１１ し火１１４７－デｆキーター

と眷 する こと をＺ める

４藏 Ｚａ ｌＳ ＩＳＩ

‐慨ａｌま人 えｌ・

・１ 八木澤壮一

’　　 ・ぺ”’ ！’ ｀． ’　 ・‘ ；　　　　　、

大葬業Ｓコー ディ ネー ター認定



要項様ぺ ６号　 全指定期 間共ａ事業計画書

（４）夕ｉヽ部委ａＥ に係わる 市｜大ｌ ■れモの 考え万万

専門白り技・を■する Ｊな検業務の夕１、部専Ｍ磯回

しＬ

より 質の高いサー ビス （業務遂行能力） の追‾ｋを回っていく ａぞｉｌ で、 斎場の維持管丿穫業務は

非常 に高い専門能力を必要 とし ます。

そこ で豊富な 経験 と実績を 有す る外部の 専門鵈跳に委託し 専ｒ １１ 白り能力 をｍ いて 、維持管ミ計画の遂

行。 利ｍ者へ のサ ービ ス提供、 トラ ブル の未然防止を 行い 安をミ安 定的 なサ ービ ス提供を 行い ます。

回１時に経費の縮Ｍに もつなが りま す。

地元企業 を優 先と した 委託

専燃分ｎにおける業務の再委託業者について は、 市「大」業者を優先と する こと で、 更に レスポンスの

高いサー ビス （業務ま行き力） が得 られ、万が一のト ラブルＨキも 早急なせＭが肓う もの と考 えま す。

貴市において も、 ｔ瓦企業育成Ｒび、地域の活性化の一助 にな るも のと 考え ます。

指定管ミ者と して 、を ての 業務 を弊社で完遂する こと がミ加で あり ます が、 総合悒に 検だ した結

＝９こ、 「よ り質の高いサービスの提供」を目指すた め、 専門白々Ｊな技量を要する業務については外部専

門機関等に委託す るも のと しま す。

再委託業務

再委託業務は 概ね １５社

設備点検業務

設備作業業務

その他再委託

電力設備等保守点検

受水槽保守点検

自家ＪＥ目発電機設備保守点検

リ、！葬りｐａ備保守点検

浄化槽維持管・点検

む害測定業務

清肖業務 （定期清掃）

ほ骨ＲＳミ業務

消防設備保守点検

自動 ドア保守点検
地下タンク保守点検

給水設備管ミ

機械警備保障業務

庭園管ミ業務

ごみ腿ミ業務

委託業者 のａ定万万お！ｉ

市｜大ｌ め企業である こと を優先と し、 豊富な実績または、高い技術力 を有 している こと を第一条件と

し、 施設の特色か ら考慮して社員教育が行き届いてい るこ と、 及び、経営状態が安定 している こと、

社会白り処罰等をそけていない こと 等を選定基準 とし ます。

維持管班１業務に 関し て、 施設 の機能性 を十む把握し た上 で、 各委託機関と の連係体制を 回り、

安定 した 施設管ｐｌｌ を行 って まい りま す。

９Ｒ

Ｇエ ＲＩ



・項様ぺ ６ぢ　隹指ｔ期鶚共萢事業計画書

（５）上 ，か`），りＮ・で特別に ，Ｍ 載す る・ ｌｔ Ｊｙｌ

施設内で生じ た廃棄物の適 りＪ な　 ・時保管、搬出。 処ＪＩ１ １に ついて

施ＲＰ゛９で生じた廃棄物については貴市の分別排ｌ計画に従い、／４燃ごみ・ 廃プラスチック

・カ ン・ ビン ・ｌ敷殼のＩＸ分で分別し、サービスヤード｜やこあ るごみ邱に一時｛５１１管 しま す。

搬ｌ、ＭＳＩ について も弊社の責任において市ｌメヽ｜の優良業者を選定し、適性に実施 しま す。

備品管理

僅乳管ミにつ いて は貴市指定の 「隴品物 品等一覧」に 従い 、管ミ簿 を整備し 報告 を定期ｍこ実施し

ます。

責任者‾反び代ミ者の ２も を「備品管ミ責任者」 とし、チ ェッ クリ スト を活用して二重のチェ ックを

行い備呂 の管ミを徹底 しま す。

貴市の！！オ産である備呂等についてはを職員が管ミを敵えし、破損、 損傷等がない よう 回が しな がら

使用七ま す。

万一、貴市所有備品を破損 ・損傷等 した場合には貴市へ・状を報告 し、 Ｋ輪が責任と 誠意を持 って

回呂 もし くは 回等品を 手Ｅ ・整備し ます。

｜

‾Ｉコ

Ｐ５０

Ｇ　 ＲＩ



要項様式６

ＶＩＩ　 自圭事業 に関する 事項

（１）自主事業について

サー ビス 向上 と利用促進

誰も がごミ解されます よう に、 斎場の利Ｊ４ミ｜者は４Ｌヽを共にぶ安定な状態で来 られる力 もお り、 些細な

こと でも 感情カに なら れる 場合 もあ りま す。

その よう な心情に配慮 し少 しで も安 らぎを提供で きる よう に飲料ｍ 自動販売機のａ置を南あわ じ市

の福祉回体と 相談 を行 い利 Ｅａ分に つい ては貢献 を行 いた いと 考え ます。

骨壷のほ売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飲料ＪＩ 自動ほ売機の設置

遺族 の方 で収骨時 に分骨を 希望 され る方 のた めに骨

壷の販売 を致 しま す。

４・ 自主奉加で・た利むの［４コから、 斎場施設の維持管ミ及び、 禾Ｊ］用者への加」慢をに旨惣、できる備品

等へ還ｊｉします。

骨壷販売収支計画

骨壷販売

販売 目標個数

販売 目標金額

■

Ｒ５ 年度

５０個

１００， ０００　Ｆ］

Ｒ６ 年度

５０個

１００， ０００円

Ｒ７ 年度

５０個

１０ ０， ０００円

Ｐ５１

Ｒ８ 年度

５０個

１０ ０， ００ ０［・ｊ

Ｒ９ 年度

５０個

１００， ０００円

Ｇ　 ＲＩ



要項様式 ６ぢ　 隹指定期 間共蓋事業計釶書

ＶＵＩ　 申請者の経営基盤

１

ｔ　 ｙ１

－－　　　－

－

（１）Ｍ‘務諸表等に よる経営分析

ＬＬ

１冂い
ｊ

経営状況

五輪の圭たる事業は斎場の管ミ事業、大葬業務戛託であり 、七Ｌか ら現在に至る までを定 した売り上

げを維持 し２０２２年 ３八ｊの決算では ４，５６５，４８８， １９７　Ｆ］ の売上と なっ てい ます。

契約の多 くが複数年の契約であ り、 Ｗ庄者の ほと んどが地方自 治体であ るた め、 売掛債権の担保に関

する リス クは極め て低 く、 安定的な 事業 の継続を 見込尨こ とが ｉ万能で す。

また 、１ 年間 の売 り上 げが 年度 開始前に ほぼ確定せれ るた め、 計画 的に 、安定かこ事業をＪき するこ

とが可能 とな って おり ます。

斎場管ミ ・火葬業務受託の受託施設数は毎年拡大をしてお り、 その他１５年～２０年のミ言を行う ＰＦＩ
ｉ

事業、ＤＢＯ 事業などの受託も 増え てい ます。兎。隣では奈」气市立斎場「旅立ち杜」は ＤＢＯ事業で １５年

間のぷ言 が４ Ｊ≡１か ら開始さ れま した。

この よう な複合企業体の事業に参加でき るのは安定的なＨオ務基盤があ り長期に渡っ て経営が担保で

きる体制が整っている から と考えており ます。

Ｕ

ｙ　－

年が 、業務受託数 を増や

し安定し た経営を 吏読

Ｐ５２



要項様式 ６ぢ　を指定期間共通事業計画書
㎜

／損益計算書
売上高

自令和３年４ｊｌ １日　 ｉｉや和４年３ｊモ１ ３１日

４朱式会社　 五輪

ｉ５上原佃ｉ

売上総利ａ

ほ売費ａび一台管！１１費

給料

福利Ｓｔ費

消耗ｉ品費

自１肋車費

９険れ

∃ＩＲ

ａＳ費

事Ｓ消耗品費

ｔ祖ＱＳ

雑費

賃ｌｌＭ

ｉ咸佃ｉＳ却費

そのｆｔ！１費Ｊｉｌ

（台 剴・）

営ｘｊ阿自

営ま夕ｉＪＩ又き

営業夕ｉヽＲｇ

ａ常利盜

！時ＳＩＪ猿央

税引前肖期純利き

１１１１人税 ・住民ａａび事業税

当期純利益Ｅ

４，５６５，４８８， １９７

４，１４１，６８１，０４６

４２４，２７５，５２６

１６，８００，０００

６， ３５３， １０８

７６，７５８，１ ５６

１０，７６２，０３１

２，２１ ６，５６６

２６３， １０２

１３，２６２，４ １０

１４，２５８，９６７

９，００ ３， ６８５

２８，４５１，４５３

１０ ，０８２ ，３９２

１，５７８，０００

１１ ，６８３，７ ５３

２０ １，４７３，６２３

２２２，８０１，９０３

５３７，４８３，６５７

４，８９８， １５７

７５５，３８７，４０３

７５ ５，３８７，４０３

５２，３８３，７００

７０３，００３，７０３

事業甄ＷのｆｌＪＵである経常手ｌＪＵ は７５５，３８７，４０３ ト１１で、経郭ｐｊ４率は １６．５ ９６ を確保で

１き てお り、 安定 した利益を計上で きて おり ます。

。｜

り
、
一
ｙ

一
ｋ
．
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要項様式 ６号　 全指定期 間共通事業計画書

事業者の 経営状況

似共た設の委託会社と して、安定した業務の提供は基より 、ま毛ヽ ・信頼して

頂ける財務体質の健を化に より 、安定した経営基盤を築いてお りま す。

ｙ貸借対照表

（資産のＳ）

■動資ｔ

現金預金

売掛金

その他湊動資産

貸倒 ６１ 白金

固定資産

有形固定資

車両ａ搬具

什器備呂

無形固定資

電話加入権

令和４年 ３Ｊ１３ １日 現在

（２，０５２，２８３，３７４）

１，５２４，３９ ９，３４１

５１ ０， ６１９， １９５

２０ ，１ ２４ ，８３８

△２，８６０ ，０００

（　 ５，４０７，２６１，１７９）

（

（

ａ■その ｆｔ！１ の資ま　（

投資有ＳＵＥ券

長期 前払費ｊＥ目

その他投資等

繰・資産

繰Ｓ資産

資産合計

（

ｊｆ
０
　

４
　
ｎ
／
・

６８１，２３４）

６８ １， ２３４

５，４０６，５７９，９３９）

５，４０ ５， ７８ ７， ３４９

１６ ５，５９０

６２ ７，０００

１， ８７ ６， ８３４）

１，８７６，８３４

７，４６１，４２１，３８７

（ａ■のＳ）

流動負債

未払費目

預り金

その他流動負債

回定負債合

長期借入■

負債合計

（

純資産の部

株圭資本　　　　　　　（

資本金　　　　　　　　　（

利益剰余金　　　　　　　（

利益準備金

その他利益剰余金（

Ｓリ途積・金

繰越利き剰余・

純資産合計

負債 ・純資産合計

Ｌ

株式会社　五輪

４８２， １１８，０２９）

３４ １，０９ ７， ０２５

１９ ，２ １２ ，１ ２５

１２ １， ８０ ８， ８７９

１，６００，０００，０００）

１，６００，０００，０００

２，０８２，１１８，０２９

５，３７９， ３０３，３５８）

２０，０００，０００）

５，３５９，３０３，３５８）

５，０００，０００

５，３５４，３０３，３５８）

４， ６０ ０，００ ０， ０００

７５ ４， ３０ ３， ３５８

５， ３７ ９， ３０ ３， ３５８

７， ４６ １， ４２ １， ３８７

令手口４ 年度の貸借対氛表によ り、 弊社の資産合計は ７　４６ １、 ４２ １， ３８７「１‾χと なり 、自 己資本率 は７２」 （Ｘ）

とな って おり ます。

Ｔ‾｜

Ｐ５４

ｊ＠ＲＩ



要項様式 ６そ　全指え期間共ｊｍ事業計画書

資本と利益の推移

自 己゙資本丿七率

自己資本額は，平攷３０年 より ２９．７Ｓ上昇し てお りま す。

自ａ資本ｔヒ率の推移

９， ０００， ０００

８，００ ０， ０００

７， ００ ０， ０００

６， ００ ０， ０００

５， ００ ０， ０００

４，０００，０００

３， ０００， ０００

２， ０００，０００

１， ００ ０， ０００

０

単位千円 平成３０年 平ぼ３１年

２９．７％

令和２年

／

令和 ３年

経常利ａ率

経常利益に関 して は、 平成 ３０ 年よ り５．７ ９６上昇 して おり ます。

経常利Ｅａ率の推移

８０ ０， ０００

７００，０００

６００，０００

５００，０００

４００， ０００

３００， ０００

２００，０００

１００， ０００

０

単む千日

５。 ７％

平成３０年 平成３１年 令和２年

ｒ
ｏ５

令和 ３年

／

令和４年

令手口４年

Ｌ
ト
」

皆資　額

自ａ資本額

経常利益

当期利益

呂



要項様ぺ ６ぢ　 全指定期間共ｊｎ事業計画書

（２）金融機関や出資者か らの支援体制

弊社 は安定し た経售を 継続 して おり 、ほ 入金無し の経営を 行っ てお りま すが、

事業期間 の版 行保証な どは メイ ンバ ンク の銀行保証で担保 して 頂く 体制 を整 えて おり ます。

八
ｈ
）５

Ｇ　 ＲＩ



要項様式 ６号　全指定期 間共通事業計画書

ＩＸ　個人情報たび情報む回 に関する 事項

Ｘ
「

－

ｔｌ

Ｌし

（１ ）個 人情報の保護に関する 具体悒な旬、組み

個人情報保護等

〈■太嗷脆の保まに愾する皿な羝置 につ いて〉

「南 あわ じ市個人情報保護迸」 の“ 自己に関 する 個人情報の開示、 訂ｉＥ等 を求 める 市だ の柚ミ利 を保

護すると 共に、個人情報の適ｉＥな取扱いに関し必要な事項を定め る事によ り、 個人の権利利益の

保護を図 りも って市民の基本的人権の擁護と信頼される市政を推嵬する”と いう 目的を踏まえ、

個人情報の守秘義務・ 保護責任に対 し営業管ミ部員等によ る教育・ 研修、定期検を、 ａｎチェッ

クシート を用いて管ミを実施し、全職員 その重要性を認識させ業務に取 り組みま す。

弊社の規定に ある 「従業只 に関する個人情報保護規定」に

つい ても を従業員 に頂ｊタｌを 回り ます。

〈リ スク マネジメ ント〉

責任者を 「個人情報管ミ責任者」と し、 マニ ュアルや研修

を４ じて 従業員へ ・タミロ徹底 し、 リス クマ ネジ メン トの徹

底を図り ます。

〈従Ｅ業損な夕ｉヽの入ｔ禁止〉

個人情報に触れる機会が参 い事務室 ・炉室・ 制御室等には

部外者の入室を禁止し ます。

〈ＳミＳｑ〉

個人情報保護のために各種データの整ミ整頓を実施し、

鍵付き棚での保管 ・書類の持ち出し禁止等、 管ミを徹底致

しま す。

〈破棄手順〉

破棄時に はシ ュレ ッダーに かけ個人情報のＥ された用

紙は再利ＪＩ しな い事を原鶚と し、 デジタル媒体ハード

ディ スク 自体の徽棄に もた って は、 物ミ的破壊す るか

専ｍ ソフ トを使用 しデータ を完全に消去 しま す。

〈ほ職後のａ密保持〉

入社時に個人奏覧に鶚する魘勸書を交わ し〔ほほまの

Ｓ密保寰義務〕を約束 して いた だき ます。

７５

う９人情報Ｒ・に関する教‾飢研修

くｙ　シュ レッ ダー による破棄

Ｇ⊃ ＲＩ
’ミ ー”



要項様式 ６号　 全指定期間共通事業計画書

個人情報研修

才ｌ 搾　　　　 個人情報保護に関する 基ｔ研翳

研修 時間 ／　 約１ 時間／入社時

実施時期

実施 者／　弊社営業管ミ部員／新入社員

対象者

概・　　　　 個人情報保護法と 情報萱良の基礎を学

び、 斎場施設における 管ＪＩ力まを指導。

目的

内容

・個人情報保護の基礎加識習得。

・個人情報の 取り 扱い基礎習得。

１， 個人情報保護法の あら まし

①　個人情報加護法の 背景 と目 社ｉす

とこ ろ。

②　保護すべき懴人情報と は。

③　個人情報保護伍を 守るた

個人情報保護に関する 専ｒＷｆ修

約２ 時間／毎年６ 万１頃

弊社き業管ミ部員／を職員

「個 人情報保護」 をコ ンプ ライ アン スに対

する意識に絡めながら リス クのｌ！１１確化、リ

スク 発生時の対応力ま と防止策を具体的

に研修指導。

・火葬場加ｉ設の現状把握。

一個人情報保護の意識、取 り組みの意識確

認。

・個人情報保護の対策指導。

１， 火葬場施設におけ る個人情報の １！１１確化

①　何が加入情報 にあ たる のか７

②　 ９確化し たＳ 人１肖報 を確ａす るこ

とで保護だ識の向上を はか る。

個人情報保護法を 守る ため に課　 ２， 個人情報漏洩のｍ状確認

され る義務。　　　　　　　　　　 ①　ｆ回 人情報に 関す るヽぽの 中の動き。

太憔鼈漏洩の現４犬　　　　　　　　 ②　悒人・｜回報漏洩の経路と 実殱。

悒太 憔報 に鶚する せの 中の 勤　　 ③　手ｑ ｍ者 から 求め られ る鬯頼と は。

２， 個人情報漏洩の現状

３

①　 悒太 憔報 に鶚する せの 中の勤

き。

②
③

３， 個人情報の保護に 関す る法律

①　個人儁報保ｍ に関 する ま律の倔ぷ。個人情報氛洩の経路と 実情。

利ｍ者か ら求めら れる 信頼 と　４

は。

火葬場におけ る個人情報の取り扱

い

’
①

の
③

マネ ジメ ント ポイ ソト

リス クの明確化。

緊急時の対応方法。

リス ク発生時の対応ポイソ ト。

①　大葬場ち哀に おい て℡人殞報を　 ５　 トラ ブル 、リ スク 検証。

取り 扱う 業務。

②　紙媒体のｍ羝、口 頭で のが

応方法、 パソ コン上での取 り扱

い方法。

ＩＳ０２ ７０ ０１ （情報セキュ リテ ィー）ａｉＥ取得

大葬場は 個人情報 のな り扱いが ｉヽ要な ・Ｗ な施ａで す。

弊社はＩＳＯ２７００１（情報セキ ュリ ティ ー） の認証を頂

いて おり 、情報資産の保護 を的確に 行い 、市民か らの

信頼いただけ る様に情報漏洩防止の体制を整えていま

す。 そも そも ＩＳ０２７００１ （ＩＳＭＳ　Ｓａ）は、ｍ際標準規

格お よび 日本工業規格 に準拠し た取 り組みです。 また、

対象 とな る領域も 異な り、 ＩＳ０２ ７０ ０１ （Ｉ ＳＭＳ　包証）は、

兔。ての情報資産であ るの に対 して 、プ ライ バシ ーマー

クは 個人情報 に特化し てい ます。

①　Ｗミをあ にト ラブル、 リス ク。

／゛“゛へ
ＩＳ０　２７００１

ちｉｒ３１１４

○
６Ｍφａ ｆｆ ｙ呎９１１１ ｒｕ ｌｊｉｌ ，ｊ

－－ ！．－Ｗｋ● －，Ｉ

Ｍｉ・□む芯 ＩＪｄ．
こ． １７２１ＳＩＳ珊甦ＦＩこ；ｊ°ここ

匈えｔ１・Ｊ ４・ ・－ａ。 （． ｌｇ

ＩＳ りｔＳこ こｊ｀叭ｉｉａｉ・ｉ ｔ； こ． ．，．

穹ｍｒ：・
゛・゜Ｓ ＷａＳ｀－－ ａａＳ¶ ’－ ｌｔ゛－’　 ｅ－ ｀゜ｆ

一一一

ｌ－ －４ －４ Ｓ－ ・● やー －． Ｓ・ ａＳ ９　 －゜ 帥－

’！Ｉｌ ｉ－－・ミこ．「 こ７ここ」‘゛

ＩＳＯ２７００１ 認証証

Ｓｄ あ心 －Ｗ

－｀ｐｔ な’ ａ７，１，｀

’ぷ；ｉ７，１．。

－・ ツ４●゛ヽ５４

０ぷ

・－４－－
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Ｌ

む開等に文書、書類、 図面、ｆｌ：様書などの重要書類は鍵の付いてい る書棚で保管

おり ますが、 情報む開の４１請があった場合は枚方市様と協議の上、個人、 一定の企業が

権利、利益が害さ れな い事 を万方で確認 し、 市Ｒ の皆様に 積極 自り に假開の協力 を行 い、 施亘

ぼ営の透凧性を確保し ます。ま た、 個人の知る権利を損なわないよ う注意を払いながらも 、個人情

報に該苞する ものが安易に公開されるこ とがない よう に慎重に取り 組んでま いり ます。

指定管ミ者と して 新た に情報む開規程を 策定 し、 情報公開 の求 めに きぢりに 対に でき る体制を 整えま

す。

指定管ミ者と して作成文書の保管期間、 管ミ体制、整ミ保存方法、 廃棄方法等を明確に定めま す。

電子デー タも 回様の取扱い とし 、「分か りやすいデー タ管ＪＩルールの作縦」と 「データ保護 （流央、

鼈央の剔止） 」になり 祖み ます。

く情報似開の実績ン

斎場施設の指定管ミ者 として情報假開請求は多数の実績があり ますが、 各自治体また は夕４ヽ部機関が

実施する監査やモニタ リン グにおいて、 指定管ＪＩ者が管ミする書類等の作成や保管、廃棄に関する

確認をそ けた際、 全ての監査において適五五 との評価を受けて」い ます。

ＪＲＩ
・

９Ｐ



・ｌ ・ｓ　け
Ｉ　Ｓ

’Ｊ←朝礼での情報共有

Ｐ６０

要項様式 ６そ　を指定期間宍庖事業計画書

Ｘ　 その 他に 関す る事項

（Ｉ ）リ ７、 クへの対応

リス ク分担表での リス ク回避

リスク分担表一部抜粋

物価変動 リスク

人件費リスク

金利変動リスク

インフレ・デフレ等のコス トに対してのリスクは、定期白そＪな収支計画のモニタリング

を実施し物品 等の金額高騰はあ らか じめ備蓄を行います。

委ｌモ費・外注費の高騰時は仕様範回などを含め市と協議を行いＳ営に支障

をき たさない様に いた しま す。

・人件費の変動によるリスクは本社が対応した適：ｉＥな積算であり、 今ヽ後の ５年

間での変動に対応ができるものと考えますが、物価変動時は市と協議を行い適

工Ｅな人件費を維持いたします。

・指定管ミ事業においての管ミ料は各事業所の単独管ミとなります。

今回 の事業におい ても管ミ料での運営と なり ますので、金利を含めた計画とは

いた しません。

上記 の様 な様 ４な ジス クが あり ます が、 貴市 との モニ タリ ング をき じて情報共有 を常 に行 い、 協議

しリ スク の回避を 行実施し ます。

また、塰ええ営に係るミ営の中での事故、施鼈の損害、鼈備の損害等は指定管ミ者賠償損害保険に力口

入し備えます。［上Ｒ額対人１０億Ｆ］ ・物損５，０００ 万円）

運営 での リス ク回避

五輪が有する類似施鼈の喩万１営から得た経験と ノウ ノヽ ウに基づき、 リス クを様４ なか１度からか析し

て事前防止策 と事後対応策 を講 じ、 手リ ｍ者 の安 全・ 安心 を確保し ます。

毎日 朝礼、終礼を 実施 し、 業務 の基本及 び苞 日、 翌日 の業務予定等、確認事項を 全員 が把握す ると

共に 、当 日の リス クを あら かじ め抽 ぶし 、職員を員に 周タミロ して リス ク回 心を 行い ます。ま た、 チェ

ック シー トに基づき始業前点検 ・終業後点検 ・ぶ回点検等を実施して施ＲＦＪ９外の安全確認を確実に

実施 しまお、 鼈備のリ スク 回ぶを実縦し、シート を２録保管し ます。

鼈備の不具合 を年期に 発見 また は予防す るた め、 館内 のミ視を頻繁 に行 いま す。

日頃 から 不審物を 発見 しや すい よう 整加整頓 を毛ヽ掛 け、 避難や

防災 設備 の作動の 障恙にな る場所に 物を 置く ことは

９　 １厳禁と しま す・

■‾｜

●町



要項様式 ６９　を指定期間共ｊｌ事業計画書

　

緊急時に込速に対応できる よう 、ＡＥＤ 等を 日常白タＪ

に点検す ると 共に 、全 ての従業員に操作方法 を習得

させてお りま す。

（２）地域活動への参加、 貢献に剔体的な取組み

ｌ１ 本ｉ

今ｔ域祭のボ ラン ティ アき動

１

Ｐ６１

ＬＬ緊急時の連絡先、 Ｍ５急措置等 をま とめた危機管Ｊ１１マ ニュ アルを作成し、貴市に

書面をも って報告する と共に、 事務所Ｒび制御室等に掲示 し、 従業員に周加徹底

しま す。

常時 から 緊急時の 役割 分担やま絡系統等 をマ ニュア

ルに て明 朧に する と共 に、 定期的に 防災教育 ・訓練

を実施し ます。

防災訓練

利ｍ者の安をを確保するため、 事故などｔ険が想定さ れる箇所においては立ち入 り禁止

にするな どの措置 （ｔち入 り禁止の表示等） を講じま す。

地域ボラ ソテ ィア 活動への参加

地域に密着し た斎場ミ営管ミを衍いたい との願いから、地域で行われる 各種イベ ント 、清掃活動、ボ

ラソ ティ ア恬動等 にも 積極 白り に参加し てい ます。

今後、定期的なボランティ ア参加の他に、日常的な斎場周ｍ地域の清掃活動にも 取り 組んでま いり ます。

４地域の清掃活動

Ｇつ ＲＩ



（Ｓｌｉ様式７号）

項目

入

年
度

指定 管９ね

そ　 の　他

自主事業１１又入

収
入

需
用
費

役

施
設

管
ヨ
費

出

入合計

件　費

消耗品

費

修繕費

その他

Ｒ　費

保守管理

業

の
事主

そ
自

支 出
八

Ｅニコ

他
費
計

収　支　計　回　書

Ｒ５

３３ ，１ ０５

Ｒ６

３１ ，ｍ

５０

３３，１ ５５

２３ ，３ ６４

０５０

１， ０００

１５０

４５６

３，ｍ

５０

３１ ，９ ６５

２３ ，３ ６４

１， ２００

Ｌ　０００

１５０

４５６

３、 ２２３

３， ７ｊ２

０

３３，１ ５５

収　支　 差　額　　　　　０

累計 収支 額　　 ３Ｕ５５
Ｓ

【収入増に向けた取組み】

２、 ５７２

０

桂９ ６５

０

６５ ，１ ２０

Ｒ了

糺９１５

５０

３１ ，９ ６５

２３ ，３ ６４

１， ２００

１， ０００

１５０

４５６

３，ｍ

２， ５７２

０

３ｊ ，９ ６５

０

９７，０８５

Ｒ８

３１ 、９ １５

５０

３１ ，９ ６５

２３，３ ６４

１Ｊ】０

０
０

６
３

０
″

む
・

ｂ
ｎ
ｚ
え
】

０
１

１
４

１
２

Ｉ
　
　
　
　
　
Ｉ

１
　
　
　
　
３

２， ５７２

０

３１ ，９ ６５

０

１２ ９， ０５０

Ｒ９

３１ ，９ １５

５０

３１ ，９６５

２３，３ ６４

１， ２００

１， ０００

０
６
３

｛
ｂ

″
ｂ

Ｑ
／
ｉ

１
４
２

１

３

２， ５７２

０

３１ 、９ ６５

０

１６ １， ０１５

合計

１６ ０， ７６５

備考

２５０

１６ １， ０１５

１１ ６， ８２０

６， ０５０

５， ００ ０， ０００

７５ ０　 印刷費

２， ２８０

１６ ．１ １５

１４，０ ００

０

１６ １， ０１５

０

１６ １， ０１５

施設の特性上、多様な物品などは販売できませんが、 利ＪＥ目者の満箆。度向上の一つと して

危な分骨希望者向けに骨壷の販売をいた します。

自販機の設置を実施いたしますが、 福祉団体への依頼を行い利益分は地域福祉に貢献します。

【経費縮減に向けたＲ組み】

燃料では燃焼監視、操炉を？モｉい縮減に努めます。

電気使用に関 しては利用者の居ない場所などをこまめな消灯を行い縮減に努めまず。

火葬炉の軽微な修繕費は職員が？モｉい経費を縮Ｍします。

敷地 Ｆち］の除草は職員が行い経費の縮減を行います。

（ｊＥＩ ）単位は ｒ千 Ｆｇ ｊ、 会計年度は４　ＪＥｊ　１　日か ら１１年 ３９ ３１ 日と します

（１圭２ ）『施設管ミ費』 には、｜ｒ保守点検ｊ ．ｒ維持管ミ費・ 業務委ｌモ費丿等をＥ入してく ださい

（１圭３ ）『役務費』 には 、『ｒ通信費 』、 『ｒ広告料』］、 『手数料』、 ｌ保険料ｊＳをＥ入してく ださい

（ｊＥ４ ）『指定管９料』 につ いて は管ミ業務実施の対自 とし てｍ定管ミ者 がｌｌけ ｌｌ又る 額を記入し

てく ださい

（ｊＥ５ ）ＬＩ又まの各亀目の １メ９Ｍ Ｉリ１細資れを添付してく ださい

Ｐ６２



南あわじ市新火葬場（仮称）

指定管を者ｔ本協定書 （案）

’令和５ 年４ １１日

南あ わじ市

Ｐ６３



南あわじ市新火葬場（仮称）

指定管ミ者基本協定書 （案）

南あわじ市（以、下「市」 とい う。 ）と ＯＣ）○○（曁下 「指定管を者」と いう 。） とは、

南あ わじ市新大葬場（ぶ下 「施鼈」 とい う。 ）管ＳＪＥ営 に関する 事業 （ぶ下「本事業」

とい う。 ）について、 ぶ下のと おり 合意 したので、協定書 （９、下 「叉木協定」 とい う。）

を締結し、確認する。

（目 的）

第１ 条　基本協定は、 市と指定管ミ者が相互に協力し、施設を適ｌＥかつＰニｊ 滑に管‾迯ミ営

するために必要なミ木的事項を定めるこ とを 目的とする。

（ぬす回生及び民間事業の趣旨の尊ｔ）

第２ 条　指定管理者は、南あわ じ市大葬場条イ庶 （平成１７年南あわじ市条例第 １９ １匙）

第１ 条の鼈置Ｊミ念に基づ き、 適鬚な管ｊｌ運営を行 うこ とと する。

（管ｊｌの基準）

第３ 条　指定管ｊｌ考は、 叉木協定、售該事業年度におけ る事項について別に定めた協定

（以下「年度協定」と いう 。） 、条例えび施觝規ｍ並びに関係法令、指導等に従い、本

事業を実施しなければなら ない。
Ｓ

（指定期間）

第４ 条　ミ本協定によ る指定期間は、令和５ 年４ １１．日 から令和 １０ 年３ Ｊｊ　３１　日ま でと

する。

（ぷ木的な業務の範回）

第５ 条　市が指定管を者に管ミを行わせる施設は、条例第 ２条に掲げる 施設のう ち南あ

わじ市新火葬場（仮称）（弧下 「施設」 とい う。 ）と する。指定管ミ考が行 う嵬設の管

ミＸ営の業務は次のと おり とする。

（１）死亡。体、 死題えの大葬に関する業務

（２）を体の一部、産鴇物等の大葬に獸する業務

（３）犬、猫類の死がいの大葬に関する業務

（４）大葬鈩整備に関する業務 （友ち＼の日 を含む）

（５）を設予約に関する業務（イ本業日 を含む）

（６）ｔＲの維持管を八びミ常に関する業務

（７）施鼈の鼈置目的を達成するための事業に関する業務

（８）使ｙ日考の利便性を［焼上させるために仏要な業務

（９）前各そに掲げる もののほか、 市長誤ぬ隴と認める業務

Ｐ６４



（施鼈の維持管ミ費等）

第６ 粂　ま設の修繕費等については、１ 件につき ５０ 万円 （消費税含む）超える ものに

つい てはヽ市 と事前に祖議する も（乃と しヽ １イ牛５９万 Ｆｊ （消１税含む）髟、下 （Ｄも（Ｄに
ついては指定瓏ミ考が 自己の戛Ｒと 責イモにおいで実施するも のと する。

２　 施鼈の菅き兼営上、必９な 日常経費、物ａの叉Ｅ新、・火Ｘほ険料‾竄び傷害保険料、そ

の他必Ｘと認められる任意保険料に要する費丿干ｊは指定管理者の負軈とするものとす

る。

（個人情報の保護等）

第７ 条　指定管ミ者がな扱 う個人情報については、南あわ じ市個人倍加保護条Ｍ （平霖

１７年南あわ じ市条例第１７そ）の規定を準ＪＩ し、 個人情報のＳ洩、 廬央又はき損の防止

その他保有する個人情報の適切な管理のために砧ミな措置をほじなければな らない。

２　 指定菅垣１者又は菅ミ業務の一部又は全部に従事する者は、肖該管ＪＩ業務によ り加り

得た個人情報を他人にお１ らせ、又は不肖な 目的に使用してはならない。

３　 前２ 項にかかる詳細については、ｊ３１ＪＥ Ｉｒ個人情報取扱特Ｅ事項」に規定する。

（管を業務に かか る情報のぬ開）

第８ 条　施ほの管理業務において指定喩ミ者が取扱う 情報について、南あわ じ市債報な

開条叺（平成 １７ 年南あわじ市条例第１８苟）に‾嵬づき、情報ぬ回請求がなされた とき

は、 指定菅ミ者は、これに協力 しな ければな らな い。

（会計区分）

第９条　肖該管Ｓ１１Ｅ営事業に係る会計区分は、毎年４１１ 日よ り翌年３ ｊ　３１　日までと

し、 独立 した ぽ分経をを行わな ければな らな い。

（事業報告書の作成八びを黄）

第１０条　指定菅ＪＩ者は、 南あわじ市むの加ｉａに係る指定管ミ者の指定手続等に関する

条例第１０条の規定にＪｉづき、次に掲げる事項を記載した規ｍで定める事業報告書を

作成 し、 毎年度終了後、５ Ｊ１ ３１ 日ま でに市に提ｍ しなければな らない。

（１）管ＪＩ業務の実施状況　　　　　　　　　　　・

［２へ使ＪＩ］状況ぶ、び使用拒否等の件数八び事Ｆｈ

（３）管ｊｌに係 る経費のｊ４又叉状況

（４）前号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

２　 指定管Ｊミ者は、 ｊ４又まに関するま票その他専業にＷるおｊｌをま縦 し、 常に経週Ｘ状況を

県ちかに しておく とと もに、市が必要と認めると きは、その状況を報告しなければな

らない。

３　 指定管ＪＩ者は、 市業の実施に售た り、 事崔等が生じたと きは、指定ＷＪＩ者の責に帰

すべき事甄による と否 とを問わず、 遅滞なく 市にその状況を報告しなければなら ない。

（指定管ＪＩ料の支払い）

に
．
‥
ｙ
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第１ １条　市は本ま務の笑価 とし て、 指定管ＪＩ者にが して指定管ＪＩ料を支払う。

２　 市が指定管ミ者にがして支払う 指定管ミ料については 、５３１」途 「年度協 定」 に定める

もの とする。

（財産の管！ＩＩＩ）

第１２条　指定管ｊｌ者 は、 事業に係 る財産を善良 な指定管１１者の社意 を持って 管ＪＩＩＩし、

事業の兼営に使用する もの とする。

２　 指定管を者は、市が支社う笑価によって指定管ｊミ者が取得した備ｒＳ については速や

かに財産台帳にを載し、その状況を 回ら かに しておかなければなら ない。

３　 指定管ＪＩ者は、 事業に係る財まを事業運営の目 的なタトに使ＪＩ して はな らな い。 ただ

し、 市の承認をう けたとき は、 この限り でない。

４　 指定管ＪＩ者は、 事業に係る財産の形状、形質等を変］りぎしてはならない。ただし、市

の承認を受けたと きは、このほ りでない。

５　 指定管ｊｌ者は、 天災地変その他の事故によ り施鼈に係る財産をぬ失し、又は毀損し

たと きは、速やかにその状況を市に報告 しなければな らない。

（市のＪＩ本協定等の解除）

第１３条　市は、指定管ｊｌ者が次の各そのいずれかにＷ芭する と認 めら れる ４合には、

指定管！Ｅ者 にが して書面 によ りａ知した上 で、 Ｊｉ本協定八び年度協定を解除する こと

がで きる。

（１）指定管ＪＩ者が指定管ＪＩ者の責に帰する事畆によ ち‾ｉｋ本協定又は年度協定に定め

る事項を履行 しないと き、 又は履行のＲｉきみがない とＦ！Ｊ］ら かに認め られると き。

（２）指定管ＪＥＩＩＩ者がｔ本協定、 年ｔ協京又は関ｍ黔の条爆に省匹、 かつ、市が相

肖の期間 を定めて催告 して も、 肖該違丿叉の状態が解消さ れないと き。

（３）指定管‾ｔ者が協定を履行す る上で必要と され る資格の取消 し、 又は停止 を受 けた

ときｔびに事業実ま能力が無い と判覧された とき。

２　 市又は指定管Ｓ者は、 この協定を解除しよう とすると きは、６ 力大丿前までに相手方

に申 し出なければならない。

（損害賠償）

第１４条　指定管ｊｌ者又はその使ＪＩ人がその責めに帰する事 Ｆｈ によ り、 市又は第三者に

対し損害を与えた とき は、 指定管ミ者は、そ のすべて の損害を賠償 しな ければな らな

１，ｔ

（原状回復義務）

第１５条　指定管１１者 は、 第４ 条に定め る指定期 回が満了 した とき 、又は第 １３ 条の規定

によ りＪぷ本協定等が解除されたと きは、当該施鼈又は霤。備を速やかに原状回復しなけ

ればならない。ただし、市長の承認を得たと きは、こ の限りではない。

Ｐ６６



（リ スク 分担）

第１６条　管ミ業務に関する リス ク分担については、天火・ 暴動等に よる履行不能な時

は市の負担とする が、 その他喩ミミ営上の経費等の赤字に関しては、指定喩を考の負

担と する。

（禁止事項）

第１７条　指定管き考は、叉木協定を締結 し生 じる 権利ぬ務 によ る、 次の俗焉に該 当す

る行為をしてはな らない。 ただし、 市の許可を得たと きはこのほり ではない。

（１）第二者に対 し、 当該ち認むの共篦、転貸又 はこ の協定に よる 権利 を譲渡、 継承若し

くは担保に供する こと。

（２）售該施設の模様替え等、 祖状に変‾壑：を售え る一鴇の行為

（イち義則）

第１８条　市蓼、び指定管ｊｌ考は、 信義を重んじ、誠実に基本協定を履行しなければなら

ない。

（疑義等の決定）

第１９条　簒木協定に定めのない事Ｊミ翫反びを木協定に関 し疑義が圭じたと きは、市と指

定蜃ミ考 とは崔意 を持 って 協議 を行 い、 これ を決定す るも のと する。

（售該事業年度におけ る協定）

第２０条　このｔ木協定の発効により 、售該事業年度における事項については、ＳＩ」 に年

度協定書を締結する。

市と 指定喩‾ミ者 とは、こ の‾ｙｋ木協定の締結ををする ため、本書２ 通を作成 し、 双方髱

名捺印の上、 それぞれ各７ＴＬ ヨ面を保有す る。

令和　 ５年　 ４１　 １日

市

指定管ミ者

秡庫県南あわじ市市善光寺 ２２ 番地 ＴＬ

南あわじ市長　　守　本　憲　私

７
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